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４ 廃棄物等 

４．１ 一般廃棄物 

計画地及びその周辺地域における一般廃棄物の状況等を調査し、供用時に住宅から発

生する一般廃棄物の種類と発生量又は排出量及びその処理・処分方法、供用時に事業活

動に伴い発生する一般廃棄物の種類と発生量又は排出量及びその処理・処分方法につい

て、予測及び評価を行った。 

 

（１）現況調査 

ア 調査項目 

計画地及びその周辺地域における一般廃棄物の状況等を把握し、予測及び評価を行う

ための資料を得ることを目的として、以下に示す項目について調査した。 

（ア）一般廃棄物の状況 

（イ）関係法令等による基準等 

 

イ 調査地域 

計画地及びその周辺地域とした。 

 

ウ 調査方法 

（ア）一般廃棄物の状況 

以下に示す既存資料等を収集、整理することにより、計画地及びその周辺地域にお

ける一般廃棄物の状況を把握した。 

・「資源物とごみの分け方・出し方（地域別収集日一覧以外）」 

・「地域別収集日一覧（宮前生活環境事業所）」 

・「事業系ごみ（一般廃棄物）適正処理のために」 

（イ）関係法令等による基準等 

以下に示す関係法令等の内容を整理することにより、関係法令等による基準等を把

握した。 

・「循環型社会形成基本法」 

・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 

・「資源の有効な利用の促進に関する法律」 

・「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」 

・「特定家庭用機器再商品化法」 

・「川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例」 

・「廃棄物保管施設設置基準要綱」（川崎市） 

・「川崎市一般廃棄物処理基本計画」 

・「地域環境管理計画」に定める地域別環境保全水準 
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エ 調査結果 

（ア）住宅から発生する一般廃棄物の状況 

一般廃棄物の状況 

川崎市では、家庭から発生する一般廃棄物の処理（収集・運搬・処分）は、環境

局によって行われており、計画地については、宮前生活環境事業所の管轄となって

いる。また、川崎市では、ごみの分別収集が実施されており、計画地が位置する鷺

沼、小台地区については、次に示すとおり、収集が実施されている。 

普通ごみの収集 

普通ごみ（資源物、粗大ごみ及び小物金属以外のごみ）は、ふた付きポリ容器ま

たは透明・半透明袋で、収集日当日の朝 8 時までに、所定の集積所に出すことにな

っている。鷺沼、小台地区では月・木曜日に収集されている。 

なお、新聞・雑誌・段ボール・牛乳パック等については、地域で行っている資源

集団回収（町内会・自治会・PTA 等で実施）に出すよう、協力が求められている。 

資源物の収集 

対象となる資源物は、①ミックスペーパー、②プラスチック製容器包装、③空き

缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池で、それぞれ週 1 回の収集日が設定

されており、当日の朝 8 時までに資源物収集所に出すことになっている。 

鷺沼、小台地区では、ミックスペーパーは火曜日、プラスチック製容器包装は金

曜日、空き缶・ペットボトル・空きびん・使用済み乾電池は土曜日に収集されてい

る。 

小物金属の収集 

小物金属（ 長辺が 30cm 未満の金属製品と傘、針金ハンガー）は、月 2 回、地

域別の収集日に資源物集積所に出すことになっている。鷺沼、小台地区では第 2・4

回目木曜日に収集されている。 

粗大ごみの収集 

不用となった家具や家庭電化製品（家電リサイクル対象品目：テレビ、冷蔵庫と

冷凍庫、エアコン、洗濯機と衣類乾燥機を除く）などの粗大ごみは、普通ごみとは

別に、地域ごとに収集日を設定して、月 2 回収集されることになっている。鷺沼、

小台地区では第 2・4 回目木曜日に収集されている。 

粗大ごみは、収集日の 3 日前（12 月 31 日～1 月 3 日、土曜日・日曜日を除く。）

までに電話「粗大ごみ受付センター」かインターネット「ネット窓口かわさき」に

申し込み、「川崎市粗大ごみ処理券」を市内のコンビニエンスストアまたは郵便局

（ゆうちょ銀行）で購入し、粗大ごみに貼って収集場所に出すことになっている。 



473 

特定家庭用機器及びパソコンの処理 

家庭電器製品のうち、特定家庭用機器（テレビ、冷蔵庫と冷凍庫、エアコン、洗

濯機と衣類乾燥機）は、「特定家庭用機器再商品化法」に基づき、買い替えまたは過

去に購入した家電小売店、もしくは川崎市と協定を結んだ川崎家電リサイクル協議

会加盟の家電小売店（協定店）に回収を委託するか、家電メーカー指定の引き取り

場所へ直接持ち込む方法により処理することになっている。 

また、パソコンの処理については、「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基

づき、パソコンメーカーによる家庭用パソコンの回収・再資源化が義務づけられて

おり、廃棄するパソコンのメーカーなどへリサイクルを申し込むことになっている。 

自動二輪車（原動機付自転車を含む） 

自動二輪車は、製造事業者や輸入事業者によって、平成 16 年 10 月より、廃棄二

輪車を適正に回収・リサイクルする自主取り組みが開始されており、自動二輪車ユ

ーザーが廃棄を希望するときは、 寄りの廃棄二輪車取扱店、もしくは、指定引取

窓口に廃棄二輪車を引き渡すことになっている。 

 

（イ）事業活動に伴い発生する一般廃棄物の状況 

川崎市では、事業活動に伴い発生する事業系一般廃棄物の処理は、「川崎市廃棄物の

処理及び再生利用等に関する条例」等により、「事業者自らの責任において適正に処理

しなければならない」と定められている。また、古紙や生ごみなど、資源化可能なも

のは、焼却するものと分別を徹底して、減量化・資源化を推進することとされている。 

処理方法については、以下に示す方法により適正に処理しなければならない。 

・事業系ごみ（燃やすごみ）は、許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者への委託、

または、自ら川崎市の焼却施設に搬入する。 

・リサイクルできるもの（資源物）は、古紙は古紙回収業者や許可を受けた一般廃

棄物処理業者などに委託、生ごみ、木くずは許可を受けた一般廃棄物処理業者に

委託する。 

 

（ウ）関係法令等による基準等 

循環型社会形成基本法 

本法律は、環境基本法（平成五年法律第九十一号）の基本理念にのっとり、循環

型社会の形成について、基本原則を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国

民の責務を明らかにするとともに、循環型社会形成推進基本計画の策定その他循環

型社会の形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、循環型社会の形

成に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で

文化的な生活の確保に寄与することを目的としている。 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

本法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、

再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保

全及び公衆衛生の向上を図ることを目的としている。 
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資源の有効な利用の促進に関する法律 

本法律は、主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国において、近年の国

民経済の発展に伴い、資源が大量に使用されていることにより、使用済物品等及び

副産物が大量に発生し、その相当部分が廃棄されており、かつ、再生資源及び再生

部品の相当部分が利用されずに廃棄されている状況にかんがみ、資源の有効な利用

の確保を図るとともに、廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資するため、使用済

物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用の促進に関す

る所要の措置を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目

的としている。 

 

本法律は、国内外におけるプラスチック使用製品の廃棄物をめぐる環境の変化に

対応して、プラスチックに係る資源循環の促進等を図るため、プラスチック使用製

品の使用の合理化、プラスチック使用製品の廃棄物の市町村による再商品化並びに

事業者による自主回収及び再資源化を促進するための制度の創設等の措置を講ず

ることにより、生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的と

している。 

特定家庭用機器再商品化法 

本法律は、特定家庭用機器の小売業者及び製造業者等による特定家庭用機器廃棄

物の収集及び運搬並びに再商品化等に関し、これを適正かつ円滑に実施するための

措置を講ずることにより、廃棄物の減量及び再生資源の十分な利用等を通じて、廃

棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び

国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている。 

川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例 

本条例は、市、市民及び事業者が一体となって、廃棄物の発生を抑制し、再利用

及び再生利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理することにより、資源循環

型の社会の構築、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって良好な都市環

境の形成に資することを目的としている。 

廃棄物保管施設設置基準要綱（川崎市） 

本要綱は、「川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例」第 33 条に規定さ

れている廃棄物保管施設の設置場所、構造、種別設置基準等を定めている。 

川崎市一般廃棄物処理基本計画 

本計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第 6 条第 1 項の規定に基づき

策定するもので、廃棄物をめぐる今後の社会情勢や各種法令等を踏まえ、長期展望

と環境や資源の保全の視点に立って、自治体が行う一般廃棄物処理の推進はもとよ

り、市民・事業者と協働して取り組んでいく施策等を定めており、2014（平成 26）

年度実績を基準として、1 人 1 日あたりのごみ排出量を 10％削減すること及びごみ

焼却量を 4 万 t 削減することを目標値として設定している。 
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「地域環境管理計画」に定められている地域別環境保全水準 

「地域環境管理計画」では、一般廃棄物の地域別環境保全水準として、「資源の循

環を図るとともに、生活環境の保全に支障のないこと。」と定めている。 

 

（２）環境保全目標 

環境保全目標は、「地域環境管理計画」の地域別環境保全水準に基づき、「資源の循環を

図るとともに、生活環境の保全に支障のないこと。」と設定した。 

（３）予測、環境保全のための措置及び評価 

  ア 供用時に住宅から発生する一般廃棄物の種類と発生量又は排出量及びその処理・処分

方法 

（ア）予 測 

予測項目 

供用時に住宅から発生する一般廃棄物の種類と発生量又は排出量及びその処理・

処分方法とした。 

予測方法等 

（a）予測地域 

計画地とした。 

（b）予測時期 

供用時の計画人口が定常状態になる時期とした。 

（c）予測条件・予測方法 

① 予測条件 

一般廃棄物の排出量の予測に係る計画人口は､「廃棄物保管施設設置事前評

価・協議書記入要領」により、1 世帯当たり 3.5 人とした。 

② 予測方法 

一般廃棄物については、計画人口をもとに、表 5.4.1－1 に示す「廃棄物保管

施設設置事前評価・協議書記入要領」及び「令和 3 年度 環境局事業概要－廃棄

物編－」に基づく排出量原単位を乗じて算出する方法とした。 

処理・処分方法については、現況調査結果と事業計画の内容を対比する方法

とした。 

表 5.4.1－1 一般廃棄物の排出量原単位 

種 別 排出量原単位積算根拠 出典 
普通ごみ 1 人 1 日排出量 800g 1 

ミックスペーパー 1 人 1 日排出量 18g 2 
プラスチック製容器包装 1 人 1 日排出量 25g 2 

空 き 缶 1 人 1 日排出量 20g 1 
ペットボトル 1 人 1 日排出量 9g 2 

空きびん 1 人 1 日排出量 24g 1 
古 紙 類 1 戸 1 月排出量 11kg（新聞紙等） 1 

注：ミックスペーパー、プラスチック製容器包装、ペットボトルの積算根拠は、資

料編（資－347 ページ）に示すとおりである。 

出典 1：「廃棄物保管施設設置事前評価・協議書記入要領」（川崎市環境局） 

出典 2：「令和 3 年度 環境局事業概要－廃棄物編－」（令和 3 年 9 月、川崎市）  
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③ 予測結果 

供用時に住宅から発生する一般廃棄物の種類及び排出量は、表 5.4.1－2 に示

すとおりである。 

駅前街区については、普通ごみが約 1,064kg/日、ミックスペーパーが約 24kg/

日、プラスチック製容器包装が約 33kg/日、空き缶が約 27kg/日、ペットボト

ルが約 12kg/日、空きびんが約 32kg/日、古紙類が約 139kg/日であり、合計が

約 1,331kg/日と予測する。北街区については、普通ごみが約 364kg/日、ミック

スペーパーが約 8kg/日、プラスチック製容器包装が約 11kg/日、空き缶が約 9kg/

日、ペットボトルが約 4kg/日、空きびんが約 11kg/日、古紙類が約 48kg/日で

あり、合計が約 455kg/日と予測する。 

計画地全体では、普通ごみが約 1,428kg/日、ミックスペーパーが約 32kg/日、

プラスチック製容器包装が約 44kg/日、空き缶が約 36kg/日、ペットボトルが

約 16kg/日、空きびんが約 43kg/日、古紙類が約 187kg/日であり、合計が約

1,786kg/日と予測する。 

処理・処分については、「川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例」

及び「廃棄物保管施設設置基準要綱」に基づいて、計画建物の住宅棟内に適切

な規模の普通ごみ、資源物及び粗大ごみの廃棄物保管施設を設け、ミックスペ

ーパー、プラスチック製容器包装、空き缶、ペットボトル、空きびん等の分別

に対応できるよう配慮する。これらの廃棄物保管施設に種類ごとに分別された

一般廃棄物は、川崎市等により適正に収集、運搬、処分されると予測する。 

 

表 5.4.1－2 一般廃棄物の種類及び排出量 

種 別 
単位排出量 

（g/人・日） 

駅前街区 北街区 合 計 
排 出 
原因数 

排出量 
（kg/日） 

排 出 
原因数 

排出量 
（kg/日） 

排 出 
原因数 

排出量 
（kg/日） 

普通ごみ 800 

約 380 戸 
×3.5 人＝ 
約 1,330 人 

約 1,064 

約 130 戸 
×3.5 人＝

約 455 人 

約 364 

約 510 戸 
×3.5 人＝

約 1,785 人 

約 1,428 
ミックス 
ペーパー 

18 約 24 約 8 約 32 

プラス 
チック製 
容器包装 

25 約 33 約 11 約 44 

空き缶 20 約 27 約 9 約 36 
ペット 
ボトル 

9 約 12 約 4 約 16 

空きびん 24 約 32 約 11 約 43 

古紙類 
11kg/戸・月 

(0.367kg/戸・日) 
約 380 戸 

約 4,180kg/月 
(約 139kg/日) 

約 130 戸 
約 1,430kg/月 
(約 48kg/日) 

約 510 戸 
約 5,610kg/月 
(約 187kg/日) 

合 計 － － 約 1,331 － 約 455 － 約 1,786 

注 1：単位排出量は、表 5.4.1－1（475 ページ）による。 

注 2：排出原因数＝計画戸数（戸）×3.5（人/戸）（「廃棄物保管施設設置事前評価・協議書記入要領」（川崎市環境局）による） 

注 3：普通ごみは、ディスポーザ処理による生ごみを含む。 

注 4：古紙類は、世帯での排出量を示す。古紙類の収集については、川崎市でなく地域で行っている資源集団回収に出し、 

リサイクルに協力するよう求められている。 

注 5：約 11 kg/戸・月÷30 日＝約 0.367kg/戸・日 

注 6：四捨五入の関係で、合計が一致しないことがある。 
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（イ）環境保全のための措置 

本事業の供用時においては、住宅からの一般廃棄物の排出及び処理・処分におい

て、資源の循環を図るとともに、生活環境の保全に支障を及ぼさないために、次の

ような措置を講ずる。 

・廃棄物保管施設については、廃棄物発生量に応じて、適切な規模で設置する。 

・居住者に対して、掲示板、貼り紙、回覧板等によりごみの発生抑制、分別・保管

及び再資源化の推進を促すよう、管理組合に要請する。 

・ごみの悪臭対策及び飛散防止として、廃棄物保管施設は屋内に配置し、水洗い等

清掃を管理組合に要請する。 

 

（ウ）評 価 

供用時に住宅から発生する一般廃棄物の種類と排出量は、駅前街区については、

普通ごみが約 1,064kg/日、ミックスペーパーが約 24kg/日、プラスチック製容器包

装が約 33kg/日、空き缶が約 27kg/日、ペットボトルが約 12kg/日、空きびんが約

32kg/日、古紙類が約 139kg/日であり、合計が約 1,331kg/日と予測する。北街区に

ついては、普通ごみが約 364kg/日、ミックスペーパーが約 8kg/日、プラスチック

製容器包装が約 11kg/日、空き缶が約 9kg/日、ペットボトルが約 4kg/日、空きび

んが約 11kg/日、古紙類が約 48kg/日であり、合計が約 455kg/日と予測する。 

計画地全体では、普通ごみが約 1,428kg/日、ミックスペーパーが約 32kg/日、プ

ラスチック製容器包装が約 44kg/日、空き缶が約 36kg/日、ペットボトルが約 16kg/

日、空きびんが約 43kg/日、古紙類が約 187kg/日であり、合計が約 1,786kg/日と予

測する。 

処理・処分については、法令に基づく適切な規模の普通ごみ、資源物及び粗大ご

みの廃棄物保管施設を設け、ミックスペーパー、プラスチック製容器包装、空き缶、

ペットボトル、空きびん等の分別に対応できるよう配慮する。これらの廃棄物保管

施設に種類ごとに分別された一般廃棄物は、川崎市等により適正に収集、運搬、処

分されると予測する。 

本事業の実施にあたっては、居住者に対して、掲示板、貼り紙、回覧板等により

ごみの発生抑制、分別・保管及び再資源化の推進を促すよう、管理組合に要請する

などの環境保全のための措置を講ずる。 

以上のことから、資源の循環が図られるとともに、計画地周辺地域の生活環境の

保全に支障はないものと評価する。 
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  イ 供用時に事業活動に伴い発生する一般廃棄物の種類と発生量又は排出量及びその処

理・処分方法 

（ア）予 測 

予測項目 

供用時に事業活動に伴い発生する一般廃棄物の種類と発生量又は排出量及びそ

の処理・処分方法とした。 

予測方法等 

（a）予測地域 

計画地とした。 

（b）予測時期 

供用時の事業活動が定常状態になる時期とした。 

（c）予測条件・予測方法 

① 予測条件 

事業活動を行う建物用途は、商業施設、業務施設及び公共施設とした。 

本予測における商業施設（駅前街区）の面積は、大規模小売店舗立地法の店

舗面積の考え方に合わせ、直接物品販売を行う商業専有面積（約 8,700 ㎡）及

び直接物品販売の用に供する施設に隣接し、顧客が商品の購入又は選定等のた

めに使用する部分等（約 4,200 ㎡）を含めた約 12,900 ㎡を店舗面積とした。 

業務施設（駅前街区）は、専有面積及び共用面積を全て含めた延べ面積とし、

約 1,800 ㎡とした。 

公共施設は、専有面積及び共用面積を全て含めた延べ面積とし、駅前街区約

8,400 ㎡、北街区約 9,700 ㎡とした。 

廃棄物保管施設の位置及び廃棄物の収集処理については、第 1 章 4 (12)「廃

棄物処理計画」（73 ページ）に示すとおりである。 

② 予測方法 

商業施設（駅前街区）から発生する事業系一般廃棄物の排出量原単位は、本

事業の店舗面積をもとに、表 5.4.1－3 に示すとおり、大規模小売店舗立地法に

おける廃棄物排出量原単位を乗じて算出する方法とした。 

業務施設（駅前街区）から発生する事業系一般廃棄物の排出量原単位は、表

5.4.1－4 に示すとおり、既存資料をもとに、延べ面積に単位面積当たりの事業

系一般廃棄物品目別排出量原単位を乗ずることで発生量を算出した。 

公共施設から発生する事業系一般廃棄物の排出量原単位は、表 5.4.1－5 に示

すとおり、令和 3 年度宮前区役所等廃棄物排出実績から算出する方法とした。 

処理方法については、現況調査結果と廃棄物処理計画の内容を対比する方法

とした。 
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表 5.4.1－3 大規模小売店舗立地法における店舗面積あたりの廃棄物排出量原単位 

種類 店舗面積*1 排出量原単位*2 

紙製廃棄物等 
店舗面積 6,000 ㎡以下の部分の原単位 約 75.92kg/年・㎡ 

店舗面積 6,000 ㎡超の部分の原単位 約 4.02kg/年・㎡ 

生ごみ等 
店舗面積 6,000 ㎡以下の部分の原単位 約 61.69kg/年・㎡ 

店舗面積 6,000 ㎡超の部分の原単位 約 7.30kg/年・㎡ 

その他可燃性廃棄物等 － 約 19.71kg/年・㎡ 

*1：店舗面積は共用面積も含んだ床面積である。 
*2：排出量原単位は、日量 t/千㎡×365（日）により年量 kg/㎡とした。 
出典：「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」（平成 19 年 2 月 1 日、経済産業省告示 16 号） 

 

表 5.4.1－4 業務施設から発生する一般廃棄物の原単位 

区分 品目 排出量原単位 

一般廃棄物 
業務施設 

（事務所） 

紙くず*1 17.2 g/日・m2 

厨芥 1.2 g/日・m2 

繊維くず 0.2 g/日・m2 

その他*２ 0.2 g/日・m2 

*1：紙くず：新聞紙、雑誌、書籍、段ボール、容器包装類、OA 用紙等 
*2：その他：木くず、その他可燃物  
出典：「事業系一般廃棄物性状調査（その 8）」（平成 5 年度 東京都清掃研究所研究報告、杉山ほか） 
  ：「平成 11 年度排出源等ごみ性状調査」東京都環境科学研究所年報」（平成 12 年、及川ほか） 

 

表 5.4.1－5 公共施設から発生する一般廃棄物の原単位 

区分 
実績値 

（令和 3 年度） 
既存建物床面積 排出量原単位 

一般廃棄物 

区役所 6,382 kg 7,972 ㎡ 約 0.80kg/年・㎡ 

市民館 
（ホール含む） 

2,164 kg 
5,556 ㎡ 約 0.29kg/年・㎡ 

図書館 1,908 ㎡ 約 0.29kg/年・㎡ 

古紙 

区役所 

27,280 kg 

7,972 ㎡ 約 1.77kg/年・㎡ 

市民館 
（ホール含む） 

5,556 ㎡ 約 1.77kg/年・㎡ 

図書館 1,908 ㎡ 約 1.77kg/年・㎡ 

出典：宮前区役所提供「令和 3 年度宮前区役所等廃棄物排出実績」より作成 
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③ 予測結果 

商業施設（駅前街区）から発生する事業系一般廃棄物の種類及び発生量は、

表 5.4.1－6 に示すとおりである。 

紙製廃棄物等が約 483t/年、生ごみ等が約 421t/年、その他可燃性廃棄物等が

約 254t/年、合計約 1,158t/年と予測する。 

処理・処分については、駅前街区に適切な規模の廃棄物保管施設を整備し、

個々の事業者の責任により分別の徹底を図るとともに、再資源化が可能な廃棄

物は可能な限り再資源化業者に委託するように促す計画である。また、個々の

事業者の責任により川崎市の許可を受けた一般廃棄物処理業者等に委託する

計画であることから、適正に収集、運搬、処理・処分、再資源化が実施される

と予測する。 

 

表 5.4.1－6 商業施設から発生する事業系一般廃棄物の種類及び発生量（駅前街区） 

種類 店舗面積 
単位排出量 

発生量 店舗面積 
6,000 ㎡以下 

店舗面積 
6,000 ㎡超 

紙製廃棄物等 

約 12,900 ㎡ 

約 75.92kg/年・㎡ 約 4.02kg/年・㎡ 
約 483,258kg/年 
（約 483t/年） 

生ごみ等 約 61.69kg/年・㎡ 約 7.30kg/年・㎡ 
約 420,510kg/年 
（約 421t/年） 

その他可燃性 
廃棄物等 

約 19.71kg/年・㎡ 
約 254,259kg/年 
（約 254t/年） 

合 計 － － － 
約 1,158,027kg/年 
（約 1,158t/年） 
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業務施設（駅前街区）から発生する事業系一般廃棄物の種類及び発生量は、

表 5.4.1－7 に示すとおりである。 

発生する事業系一般廃棄物は、紙くずが約 11t/年、厨芥が約 0.8t/年、繊維く

ずが約 0.1t/年、その他が 0.1t/年、合計約 12t/年と予測する。 

処理・処分については、駅前街区に適切な規模の廃棄物保管施設を整備し、

個々の事業者の責任により分別の徹底を図るとともに、再資源化が可能な廃棄

物は可能な限り再資源化業者に委託するように促す計画である。また、個々の

事業者の責任により川崎市の許可を受けた一般廃棄物処理業者等に委託する

計画であることから、適正に収集、運搬、処理・処分、再資源化が実施される

と予測する。 

 

表 5.4.1－7 業務施設から発生する事業系一般廃棄物の種類及び発生量（駅前街区） 

種類 床面積 排出量原単位 発生量 

一般廃棄物 

紙くず*1 

約 1,800 ㎡ 

17.2 g/m2・日 
約 11,300kg/年 
（約 11t/年） 

厨芥 1.2 g/m2・日 
約 788 kg/年 
（約 0.8t/年） 

繊維くず 0.2 g/m2・日 
約 131 kg/年 
（約 0.1t/年） 

その他*２ 0.2 g/m2・日 
約 131 kg/年 
（約 0.1t/年） 

合計 － － 
約 12,350kg/年 

（約 12t/年） 
*1：紙くず：新聞紙、雑誌、書籍、段ボール、容器包装類、OA 用紙等 
*2：その他：木くず、その他可燃物  
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公共施設から発生する事業系一般廃棄物の種類及び発生量は、表 5.4.1－8 

(1)・(2)に示すとおりである。 

駅前街区の一般廃棄物は約 2.4t/年、古紙は約 14.9t/年、合計約 17.3t/年、北

街区の一般廃棄物は約 7.4t/年、古紙は約 17.2t/年、合計約 24.5t/年、計画地全

体の一般廃棄物は約 9.8t/年、古紙が約 32.1t/年、合計約 41.8t/年と予測する。 

処理・処分については、駅前街区及び北街区に適正規模の廃棄物保管施設を

整備し、分別の徹底を図るとともに、再資源化が可能な廃棄物は可能な限り再

資源化業者に委託するように促す計画である。また、川崎市の許可を受けた一

般廃棄物処理業者等に委託する計画であることから、適正に収集、運搬、処理・

処分、再資源化が実施されると予測する。 

 

表 5.4.1－8 (1) 公共施設から発生する事業系一般廃棄物の種類及び発生量（駅前街区） 

種類 床面積 排出量原単位 発生量 

一般廃棄物 

市民館 
（大ホール含む） 

約 6,200 ㎡ 約 0.29kg/年・㎡ 
約 1,798kg/年 
（約 1.8t/年） 

図書館 約 2,200 ㎡ 約 0.29kg/年・㎡ 
約 638kg/年 

（約 0.6t/年） 

小計（①） 約 8,400 ㎡ － 
約 2,436kg/年 
（約 2.4t/年） 

古紙 

市民館 
（大ホール含む） 

約 6,200 ㎡ 約 1.77kg/年・㎡ 
約 10,974kg/年 
（約 11.0t/年） 

図書館 約 2,200 ㎡ 約 1.77kg/年・㎡ 
約 3,894kg/年 
（約 3.9t/年） 

小計（②） 約 8,400 ㎡ － 
約 14,868kg/年 
（約 14.9t/年） 

駅前街区小計 
（①+②） 

－ － － 
約 17,304kg/年 
（約 17.3t/年） 

 

表 5.4.1－8 (2) 公共施設から発生する事業系一般廃棄物の種類及び発生量（北街区） 

種類 床面積 排出量原単位 発生量 

一般廃棄物 

区役所 約 8,900 ㎡ 約 0.80kg/年・㎡ 
約 7,120kg/年 
（約 7.1t/年） 

小ホール 約 800 ㎡ 約 0.29kg/年・㎡ 
約 232kg/年 

（約 0.2t/年） 

小計（③） 約 9,700 ㎡ － 
約 7,352kg/年 
（約 7.4t/年） 

古紙 

区役所 約 8,900 ㎡ 約 1.77kg/年・㎡ 
約 15,753kg/年 
（約 15.8t/年） 

小ホール 約 800 ㎡ 約 1.77kg/年・㎡ 
約 1,416kg/年 
（約 1.4t/年） 

小計（④） 約 9,700 ㎡ － 
約 17,169kg/年 
（約 17.2t/年） 

合計（①+②） － － － 
約 24,521kg/年 
（約 24.5t/年） 
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（イ）環境保全のための措置 

本事業の供用時において、事業活動に伴う一般廃棄物の発生及び処理・処分におい

て、資源の循環を図るとともに、生活環境の保全に支障を及ぼさないために、次のよ

うな措置を講ずる。 

・事業系一般廃棄物の減量化及び再資源化の推進について、関係者等に対して、掲示

板、貼り紙等により、過剰包装を可能な限り抑えるなどのごみの減量化及び再資源

化を周知する。 

・事業系一般廃棄物については、適切な規模の廃棄物保管施設を整備し、廃棄物の種

類別に分別・保管する。 

・再資源化が可能な廃棄物は、再資源化業者に委託するように促し、再生利用に努め

る。 

・事業者として、商業施設事業者、業務施設事業者、公共施設に対し、ごみの分別徹

底及び再資源化が可能な廃棄物の再資源化業者への委託などの廃棄物の適正処理、

再資源化等の基本方針を示すとともに、その促進について要請する。 

 

（ウ）評 価 

事業活動に伴い発生する一般廃棄物の種類及び発生量は、商業施設（駅前街区）に

ついては、紙製廃棄物等が約 483t/年、生ごみ等が約 421t/年、その他可燃性廃棄物等

が約 254t/年、合計約 1,158t/年と予測する。 

業務施設（駅前街区）については、紙くずが約 11t/年、厨芥が約 0.8t/年、繊維くず

が約 0.1t/年、その他が約 0.1t/年、合計約 12t/年と予測する。 

また、公共施設については、駅前街区の一般廃棄物が約 2.4t/年、古紙が約 14.9t/年、

合計約 17.3t/年、北街区の一般廃棄物が約 7.4t/年、古紙が約 17.2t/年、合計約 24.5t/

年、計画地全体の一般廃棄物は約 9.8t/年、古紙が約 32.1t/年、合計約 41.8t/年と予測

する。 

処理・処分については、駅前街区及び北街区に適切な規模の廃棄物保管施設を整備

し、個々の事業者等の責任により分別の徹底を図るとともに、再資源化が可能な廃棄

物は可能な限り再資源化業者に委託するように促す計画である。また、個々の事業者

等の責任により川崎市の許可を受けた一般廃棄物処理業者等に委託する計画であるこ

とから、適正に収集、運搬、処理・処分、再資源化が実施されると予測する。 

本事業の実施にあたっては、事業者として、商業施設事業者、業務施設事業者、公

共施設に対し、ごみ分別の徹底及び再資源化が可能な廃棄物の再資源化業者への委託

などの廃棄物の適正処理、再資源化等の基本方針を示すとともに、その促進について

要請するなどの環境保全のための措置を講ずる。 

以上のことから、資源の循環が図られるとともに、計画地周辺地域の生活環境の保

全に支障はないものと評価する。 
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４．２ 産業廃棄物 

計画地及びその周辺地域における産業廃棄物の状況等を調査し、工事中に発生する産

業廃棄物の種類と発生量又は排出量及びその処理・処分方法、供用時に事業活動に伴い

発生する産業廃棄物の種類と発生量又は排出量及びその処理・処分方法について、予測

及び評価した。 

（１）現況調査 

ア 調査項目 

計画地及びその周辺地域における産業廃棄物の状況等を把握し、予測及び評価を行う

ための資料を得ることを目的として、以下に示す項目について調査した。 

（ア）産業廃棄物の状況 

（イ）撤去建築物等の状況 

（ウ）関係法令等による基準等 

イ 調査地域 

（ア）産業廃棄物の状況 

計画地及びその周辺地域とした。 

（イ）撤去建築物等の状況 

計画地とした。 

（ウ）関係法令等による基準等 

計画地及びその周辺地域とした。 

ウ 調査方法 

（ア）産業廃棄物の状況 

以下に示す既存資料を収集、整理することにより、計画地及びその周辺地域におけ

る産業廃棄物の状況を把握した。 

・「川崎市産業廃棄物処理指導計画（令和 4 年度～令和 7 年度）」（令和 4 年 3 月、

川崎市） 

・「令和 3 年度 環境局事業概要 －廃棄物編－ 」（令和 3 年 9 月、川崎市） 

（イ）撤去建築物等の状況 

施工計画の内容を整理し、計画地内における建築物等の状況を把握した。 
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（ウ）関係法令等による基準等 

以下に示す関係法令等の内容を整理することにより、関係法令等による基準等を

把握した。 

・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 

・「資源の有効な利用の促進に関する法律」 

・「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」 

・「建設廃棄物処理指針」（環境省） 

・「建設副産物適正処理推進要綱」（国土交通省） 

・「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」（環境省） 

・「川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例」 

・「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例」 

・「建設廃棄物の適正管理の手引き」（川崎市） 

・「大気汚染防止法」 

・「地域環境管理計画」に定められている地域別環境保全水準 

 

エ 調査結果 

（ア）産業廃棄物の状況 

令和 2 年度における川崎市の建設業から発生する産業廃棄物の排出量及び処理状況

は、表 5.4.2－1 に示すとおりである。建設業から発生する産業廃棄物の排出量は、551

千 t/年であり、再生利用量は 486 千 t/年（88.2％）、減量化量が 37 千 t/年（6.7%）で、

終処分量は 28 千 t/年（5.1％）、保管量 0 千 t/年（0％）となっている。 

また、川崎市における産業廃棄物処理施設の設置状況は表 5.4.2－2 に示すとおり、

172 施設の産業廃棄物処理施設が設置されている。 
 

表 5.4.2－1 建設業から発生する産業廃棄物の排出量及び処理状況（令和 2 年度） 

排出量 
処理処分量等 

再生利用量 減量化量 終処分量 保管量 

551 千 t/年 
（100.0％） 

486 千 t/年 
（88.2％） 

37 千 t/年 
（6.7%） 

28 千 t/年 
（5.1%） 

0t/年 
（0%） 

注：排 出 量：発生量のうち、有償物量（発生量のうち、中間処理することなく、他人に有償で売却した量（他人に有償

売却できるものを自己利用した場合を含む。））を除いた量 

再生利用量：直接又は中間処理後に再生利用された量 

減 量 化 量：中間処理により減量した量 

終処分量：直接又は中間処理後に 終処分された量 

出典：「川崎市産業廃棄物処理指導計画（令和 4 年度～令和 7 年度）」（令和 4 年 3 月、川崎市） 
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表 5.4.2―2 川崎市内の産業廃棄物処理施設の内訳（令和 2 年度） 

設置者 
区分 

事業者 処理業者 公共団体 計 

汚泥の脱水施設 
施設数 32 11 3 46 
m3/日 6,033 2,289 4,543 12,865 

汚泥の乾燥施設 
施設数 2 2  4 
m3/日 70 115  185 

汚泥の焼却施設 
施設数 4 7  11 
m3/日 288 4,012  4,300 

廃油の油水分離施設 
施設数  2  2 
m3/日  190  190 

廃油の焼却施設 
施設数 9 4  13 
m3/日 281 266  547 

廃酸又は廃アルカリの中和施設 
施設数  4  4 
m3/日  1,287  1,287 

廃プラスチック類の破砕施設 
施設数  22  22 

t/日  1,333  1,333 

廃プラスチック類の焼却施設 
施設数 1 7  8 

t/日 7 3,864  3,871 

木くず又はがれき類の破砕施設 
施設数  44  44 

t/日  27,940  27,940 
廃 PCB 等又は PCB 処理物の 
分解施設 

施設数    0 
m3/日    0 

PCB 汚染物又は PCB 処理物の

洗浄施設又は分離施設 
施設数  2  2 

t/日  184  184 

産業廃棄物の焼却施設 
施設数 7 9  16 

t/日 776 4,218  4,994 
計 施設数 55 114 3 172 

出典：「令和 3 年度 環境局事業概要 －廃棄物編－ 」（令和 3 年 9 月、川崎市） 
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（イ）撤去建築物等の状況 

撤去建築物等の概要は、表 5.4.2－3(1)・(2)に示すとおりである。 

撤去建築物等（建築物）の延べ面積は、駅前街区で約 19,100 ㎡、北街区で約

8,000 ㎡、合計で約 27,100 ㎡である。また、撤去建築物等（道路）の面積は、市道

鷺沼線廃道部で約 1,500 ㎡、交通広場で約 2,200 ㎡、市道鷺沼線、鷺沼 33 号線、鷺

沼 36 号線及び久末鷺沼線の道路部分で約 6,300 ㎡、市道久末鷺沼線（地下通路）で

約 200 ㎡、合計で約 10,200 ㎡である。 

また、撤去工事による廃石綿及び石綿含有建材の発生の可能性については、工事着

手前に事前調査を行い、把握する計画である。 

 

表 5.4.2－3(1) 撤去建築物等（建築物）の状況 

撤去建築物等 構造 延べ面積（㎡） 

建
築
物 

駅前 
街区 

フレルさぎ沼 鉄筋コンクリート（RC）造 
約 19,100 

（地下約 4,300、地上約 14,800） 

北 
街区 

JA セレサ川崎 鉄骨（S）造 約 1,300 
横浜銀行 鉄筋コンクリート（RC）造 約 1,600 

三菱 UFJ 銀行 
鉄骨鉄筋コンクリート 

（SRC）造 
約 5,100 

（地下約 2,500、地上約 2,600） 
計 － 約 8,000 

合計 － 約 27,100 

 

表 5.4.2－3(2) 撤去建築物等（道路）の状況 

撤去建築物等 構造 面積（㎡） 

道
路 

市道鷺沼線廃道部 アスファルト・コンクリート等 約 1,500 
交通広場 アスファルト・コンクリート等 約 2,200 

市道鷺沼線、鷺沼 33 号線、 
鷺沼 36 号線、久末鷺沼線 

アスファルト・コンクリート等 約 6,300 

市道久末鷺沼線 
（地下通路施工部） 

アスファルト・コンクリート等 約 200 

合計 － 約 10,200 
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（ウ）関係法令等による基準等 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

本法律では、事業者はその産業廃棄物を自ら処理しなければならないと規定され

（第 11 条）、事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、

その運搬については産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処

分については産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しな

くてはならない（第 12 条第 5 項）とされている。 

資源の有効な利用の促進に関する法律 

本法律は、主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国において、近年の国

民経済の発展に伴い、資源が大量に使用されていることにより、使用済物品等及び

副産物が大量に発生し、その相当部分が廃棄されており、かつ、再生資源及び再生

部品の相当部分が利用されずに廃棄されている状況にかんがみ、資源の有効な利用

の確保を図るとともに、廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資するため、使用済

物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源及び再生部品の利用の促進に関す

る所要の措置を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目

的としている。 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 

本法律は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進する

ための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等に

より、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確

保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発

展に寄与することを目的としている。 

建設廃棄物処理指針 

本指針は、土木建築に関する工事（建築物その他の工作物の全部又は一部を解体

する工事を含む。）に伴い生ずる廃棄物について、廃棄物の処理及び清掃に関する法

律に沿って適正に処理するために必要な具体的な処理手順等を示すことにより、生

活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的としている。 

建設副産物適正処理推進要綱 

本要綱は、建設工事の副産物である建設発生土と建設廃棄物の適正な処理等に係

る総合的な対策を発注者及び施工者が適切に実施するために必要な基準を示し、も

って建設工事の円滑な施工の確保、資源の有効な利用の促進及び生活環境の保全を

図ることを目的としている。 
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石綿含有廃棄物等処理マニュアル（環境省） 

本マニュアルは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により特別管理産

業廃棄物に指定された廃石綿等及び石綿含有廃棄物について、その適正な処理を

確保するために行わなければならない事項等を、廃棄物処理法及びその政省令等

に基づいて具体的に解説することにより、廃石綿等及び石綿含有廃棄物の適正な

処理の確保を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に資することを目

的としている。 

川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する条例 

本条例は、市、市民及び事業者が一体となって、廃棄物の発生を抑制し、再利用

及び再生利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理することにより、資源循環

型の社会の構築、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって良好な都市環

境の形成に資することを目的としている。 

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例 

本条例の中で、建築物等の解体及び改造、補修作業における、作業前の近隣住民

への文書などの配布、石綿濃度の測定計画の届出、石綿排出等作業の実施の届出、

作業中の石綿濃度の測定、作業後の石綿濃度の測定結果の届出、作業完了の報告の

届出等が規定されている。 

建設廃棄物の適正管理の手引き 

本手引きは、建設廃棄物のより一層の資源化や適正処理等を図ることを目指し、

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」と「建設工事に係る資材の再資源化等に関

する法律」で定められた廃棄物の処理に関する法の仕組みと、個別具体の問題に対

し国から出された通知についてわかりやすく解説したものである。 

大気汚染防止法 

本法律は、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全

し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者

の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的と

している。令和 2 年 6 月 5 日に一部が改正され、建築物等の解体等工事における

石綿の飛散を防止するため、全ての石綿含有建材に規制対象が拡大された。ま

た、建築物等の解体及び改造、補修作業における、特定建築材料の使用状況に関

する事前調査及び報告、事前調査結果の記録の作成・保存等が定められた。 

「地域環境管理計画」に定められている地域別環境保全水準 

「地域環境管理計画」では、産業廃棄物の地域別環境保全水準として、「資源の循

環を図るとともに、生活環境の保全に支障のないこと。」と定められている。 

 

（２）環境保全目標 

環境保全目標は、「地域環境管理計画」の地域別環境保全水準に基づき、「資源の循環を

図るとともに、生活環境の保全に支障のないこと。」と設定した。  
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（３）予測、環境保全のための措置及び評価 

ア 工事中に発生する産業廃棄物の種類と発生量又は排出量及びその処理・処分方法 

（ア）予 測 

a 予測項目 

工事中に発生する産業廃棄物の種類と発生量又は排出量及びその処理・処分方

法とした。 

b 予測方法等 

（a）予測地域 

計画地とした。 

（b）予測時期 

工事期間全体とした。 

（c）予測条件・予測方法 

① 予測条件 

解体工事（建築物）に伴い発生する産業廃棄物の発生原単位は表 5.4.2－4 に

示すとおりである。 

解体及び建設工事（道路）に伴い発生する産業廃棄物の発生原単位は表 5.4.2

－5 に、種類別組成比率は表 5.4.2－6 に示すとおりである。 

建設工事（建築物）に伴い発生する産業廃棄物の用途別発生原単位は表 5.4.2

－7 に、種類別組成比率は表 5.4.2－8 に示すとおりである。 

また、種類別再資源化率等は表 5.4.2－9 に示すとおりである。 

杭打ち工事に伴って発生する汚泥については、施工計画における杭の形状及

び本数に基づき算出した（資料編 資－349 ページ）。 

 

表 5.4.2－4 解体工事（建築物）の発生原単位 

種類 
廃棄物の発生 

原単位（m3/㎡） 
比重 

（t/m3） 
コンクリートがら（地上） 0.7 2.4 
コンクリートがら（地下） 1.3 2.4 

金属くず 0.3025 0.25 
混合廃棄物 0.2 0.5 

注：施工計画協力会社による実績データに基づく。 

 

表 5.4.2－5 解体及び建設工事（道路）の発生原単位 

工事位置 工事内容 
面積 

（㎡） 
厚さ 
（m） 

廃棄物の発生 
原単位（t/m3） 
解体 建設 

市道鷺沼線廃道部 道路構造物等の解体・撤去 約 1,500 0.5 1.333 － 
交通広場 道路構造物等の解体・建設 約 2,200 0.5 0.364 0.036 
道路整備 道路構造物等の解体・建設 約 6,300 0.5 0.762 0.076 

地下通路 
道路表層部の解体・建設及び 

地下通路の建設 
約 200 7.5 0.360 0.036 

注：施工計画協力会社による実績データに基づく。 
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表 5.4.2－6 解体及び建設工事（道路）の種類別組成比率 

種類 
組成比率 

解体 建設 
コンクリートがら 10％ － 

アスファルト・コンクリートがら 70％ － 
その他のがれき 5％ － 

廃プラスチック類 1％ － 
金属くず 2％ － 
木くず 2％ － 

混合廃棄物 10％ 100％ 
注：施工計画協力会社による実績データに基づく。 

表 5.4.2－7 建設工事（建築物）の用途別発生原単位 

区分 用途 規模 
廃棄物の発生 

原単位（kg/㎡） 
計画建物の 

延べ面積（㎡） 

駅前街区 

住宅 10,000 ㎡以上 46.8 約 42,300 
店舗 10,000 ㎡以上 43.7 約 15,500 
業務 3,000 ㎡未満 97.2 約 1,800 

その他 10,000 ㎡以上 22.4 約 26,400 

北街区 
住宅 10,000 ㎡以上 46.8 約 14,200 

その他 10,000 ㎡以上 22.4 約 14,800 
注：公共、交通広場、駐車場はその他用途とした。 
出典：「建築系混合廃棄物の原単位調査 2020 年度データ」 

（令和 4 年 2 月、(社)日本建設業連合会環境委員会副産物専門部会） 

表 5.4.2－8 建設工事（建築物）の種類別組成比率 

種類 組成比率 
コンクリートがら 4.5％ 
その他のがれき 0.0％ 

ガラス・陶磁器くず 4.0％ 
廃プラスチック類 8.7％ 

金属くず 6.6％ 
木くず 9.3％ 
紙くず 8.7％ 

廃石膏ボード 3.0％ 
混合廃棄物 55.2％ 

出典：「建築系混合廃棄物の原単位調査 2020 年度データ」 
（令和 4 年 2 月、(社)日本建設業連合会環境委員会副産物専門部会） 

表 5.4.2－9 種類別再資源化率等 

種類 再資源化率 
コンクリートがら 99％ 

アスファルト・コンクリートがら 99％ 
その他のがれき 93％ 

ガラス・陶磁器くず 90％ 
廃プラスチック類 71％ 

金属くず 100％ 
木くず 100％ 
紙くず 97％ 

廃石膏ボード 80％ 
混合廃棄物 87％ 
建設汚泥 68％ 

注：品目別の再資源化率は、施工計画協力会社による実績データに基づく。 
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② 予測方法 

ⅰ 解体工事 

工事中に発生する産業廃棄物の種類と発生量については、解体工事に伴い発

生する産業廃棄物の種類と発生量算定式は表 5.4.2－10 に示すとおりである。 

また、解体工事の再資源化量については、表 5.4.2－9 に示す施工計画協力会

社による実績データに基づき設定した再資源化率を発生量に乗じて算出した。

処理・処分方法については、工事中の廃棄物処理計画に基づき予測した。 

表 5.4.2－10 解体工事に伴い発生する産業廃棄物の種類と発生量算定式 

種 類 発生量算定式 

建
築
物 

コンクリートがら（地上） 延べ面積(㎡)×発生原単位 0.7(m3/㎡)×比重 2.4(t/m3) 
コンクリートがら（地下） 延べ面積(㎡)×発生原単位 1.3(m3/㎡)×比重 2.4(t/m3) 
金属くず 延べ面積(㎡)×発生原単位 0.3025(m3/㎡)×比重 0.25(t/m3) 
混合廃棄物 延べ面積(㎡)×発生原単位 0.2(m3/㎡)×比重 0.5(t/m3) 

道
路 

コンクリートがら 面積(㎡)×厚さ(m)×発生原単位(t/m3)×組成比率 10(%) 
アスファルト・コンクリートがら 面積(㎡)×厚さ(m)×発生原単位(t/m3)×組成比率 70（%） 
その他のがれき 面積(㎡)×厚さ(m)×発生原単位(t/m3)×組成比率 5（%） 
廃プラスチック類 面積(㎡)×厚さ(m)×発生原単位(t/m3)×組成比率 1（%） 
金属くず 面積(㎡)×厚さ(m)×発生原単位(t/m3)×組成比率 2（%） 
木くず 面積(㎡)×厚さ(m)×発生原単位(t/m3)×組成比率 2（%） 
混合廃棄物（市道鷺沼線廃道部） 面積(㎡)×厚さ(m)×発生原単位(t/m3)×組成比率 10（%） 

注：種類及び発生量算定式は、施工計画協力会社による実績データに基づく。 

 

ⅱ 建設工事 

建設工事に伴い発生する産業廃棄物の種類、発生量については、建設工事（道

路）は、表 5.4.2－11 に示す発生量算定式より、建設工事（建築物）は、表 5.4.2

－12 に示す発生量算定式より算出する方法とした。 

また、建設工事の再資源化量については、解体工事と同様の方法にて予測し

た。 

表 5.4.2－11 建設工事（道路）に伴い発生する産業廃棄物の種類と発生量算定式 

種 類 発生量算定式 

道路 
混合廃棄物 
（交通広場、道路整備、地下通路） 

面積(㎡)×厚さ(m)×発生原単位(t/m3)×組成比率 (%) 

注：種類及び発生量算定式は、施工計画協力会社による実績データに基づく。 

表 5.4.2－12 建設工事（建築物）に伴い発生する産業廃棄物の発生量算定式 

種 類 発生量算定式 
住宅 延べ面積（㎡）×発生原単位 46.8（㎏/㎡）×組成比率(%) 
店舗 延べ面積（㎡）×発生原単位 43.7（㎏/㎡）×組成比率(%) 
業務 延べ面積（㎡）×発生原単位 97.2（㎏/㎡）×組成比率(%) 

その他 延べ面積（㎡）×発生原単位 22.4（㎏/㎡）×組成比率(%) 
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c 予測結果 

（a）解体工事 

解体工事に伴い発生する産業廃棄物の種類と発生量及び主な処理・処分の方法

は表 5.4.2－13(1)・(2)に示すとおりである。 

解体工事（建築物）に伴い発生する産業廃棄物発生量は 60,080t であり、コン

クリートがら、金属くず、混合廃棄物が発生すると予測する。また、資源化量は

59,175 t と予測する。 

解体工事（道路）に伴い発生する産業廃棄物発生量は 4,006t であり、コンクリ

ートがら、アスファルト・コンクリートがら、その他のがれき、廃プラスチック

類、金属くず、木くず、混合廃棄物が発生すると予測する。また、資源化量は 3,927t

と予測する。 

工事中に発生する産業廃棄物は、敷地内での分別徹底を図り、可能な限り資源

化を図るとともに、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託することから、適正

に分別排出、処理・処分、資源化が実施されると予測する。 

表 5.4.2－13(1) 解体工事（建築物）予測結果 

廃棄物の種類 
発生量(t) 

① 
資源化率(％) 

② 
資源化量(t) 
③＝①×② 

終処分量(t) 
④＝①－③ 

主な処理・処分方法 

コンクリートがら 約 55,320 99 約 54,767 約 553 

特定建設資材廃棄物として

資源化（骨材等）し、それ以

外は安定型処分場に埋め立

て 

金属くず 約 2,050 100 約 2,050 0 資源化（原材料） 

混合廃棄物 約 2,710 87 約 2,358 約 352 

中間処理施設に搬出、資源化

（骨材、原材料等）を図り、

資源化できなかったものは

終処分 
計 約 60,080 － 約 59,175 約 905  

注：発生量の算出根拠は、資料編（資－348 ページ）に示すとおりである。 

表 5.4.2－13(2) 解体工事（道路）予測結果 

廃棄物の種類 
発生量(t) 

① 
資源化率(％) 

② 
資源化量(t) 
③＝①×② 

終処分量(t) 
④＝①－③ 

主な処理・処分方法 

が

れ

き

類 

コンクリートがら 約 434 99 約 430 約 4 特定建設資材廃棄物として

資源化（骨材等）し、それ以

外は安定型処分場に埋め立

て 

アスファルト・ 
コンクリートがら 

約 3,038 99 約 3,008 約 30 

その他のがれき 約 217 93 約 202 約 15 

廃プラスチック類 約 43 61 約 26 約 17 
中間処理施設に搬出、資源化

（原材料等）し、それ以外は

安定型処分場に埋め立て 

金属くず 約 87 100 約 87 0 資源化（原材料） 

木くず 約 87 100 約 87 0 
特定建設資材廃棄物として

資源化（チップ化して原材

料・燃料等） 

混合廃棄物 約 100 87 約 87 約 13 

中間処理施設に搬出、資源化

（骨材、原材料等）を図り、

資源化できなかったものは

終処分 
計 約 4,006 － 約 3,927 約 79  

注：発生量の算出根拠は、資料編（資－348 ページ）に示すとおりである。  



494 

（b）建設工事 

建設工事に伴い発生する産業廃棄物の種類と発生量等は、表 5.4.2－14 (1)・(2)
に示すとおりである。 

建設工事（道路）に伴い発生する産業廃棄物発生量は 334t であり、混合廃棄物

が発生すると予測する。また、資源化量は 291t と予測する。 
建設工事（建築物）に伴い発生する産業廃棄物発生量は 4,419t であり、コンク

リートがら、ガラス・陶磁器くず、廃プラスチック類、金属くず、木くず、紙く

ず、廃石膏ボード、混合廃棄物が発生すると予測する。また、資源化量は 3,933t 
と予測する。 

建設汚泥の発生量は表 5.4.2－15 に示すとおり、32,771 ㎥であり、資源化量は

22,284 ㎥と予測する。 
工事中に発生する産業廃棄物は、敷地内での分別徹底を図り、可能な限り資源

化を図るとともに、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託することから、適正

に分別排出、処理・処分、資源化が実施されると予測する。 

表 5.4.2－14 (1) 建設工事（道路）予測結果 

廃棄物の種類 
発生量(t) 

① 
資源化率(％) 

② 
資源化量(t) 
③＝①×② 

終処分量(t)
④＝①－③ 

主な処理・処分方法 

混合廃棄物 約 334 87 約 291 約 43 
中間処理施設に搬出、資源化（骨

材、原材料等）を図り、資源化で

きなかったものは 終処分 
注：発生量の算出根拠は、資料編（資－348 ページ）に示すとおりである。 

表 5.4.2－14 (2) 建設工事（建築物）予測結果 

廃棄物の種類 
発生量(t) 

① 
資源化率(％) 

② 
資源化量(t) 
③＝①×② 

終処分量(t)
④＝①－③ 

主な処理・処分方法 

コンクリートがら 約 199 99 約 197 約 2  
特定建設資材廃棄物として資源

化（骨材等）し、それ以外は安定

型処分場に埋め立て 

ガラス・陶磁器くず 約 177 90 約 159 約 18  中間処理施設に搬出、資源化（原

材料等）または安定型処分場に埋

め立て 廃プラスチック類 約 384  71 約 273 約 111 

金属くず 約 293 100 約 293 0  資源化（原材料） 

木くず 約 411 100 約 411 0  
特定建設資材廃棄物として資源

化（チップ化して原材料・燃料等） 
紙くず 約 384 97 約 372 約 12  

資源化（原材料等） 
廃石膏ボード 約 132  80 約 106 約 26  

混合廃棄物 約 2,439  87 約 2,122 約 317  
中間処理施設に搬出、資源化（骨

材、原材料等）を図り、資源化で

きなかったものは 終処分 
計 約 4,419 － 約 3,933 約 486   

注：発生量の算出根拠は、資料編（資－349 ページ）に示すとおりである。 

表 5.4.2－15 建設汚泥予測結果 

廃棄物の種類 
発生量(㎥) 

① 
資源化率(％) 

② 
資源化量(㎥) 
③＝①×② 

終処分量

(㎥) 
④＝①－③ 

主な処理・処分方法 

建設汚泥 約 32,771 68 約 22,284 約 10,487 

中間処理施設に搬出、資源化（造

粒固化して骨材等）を極力図り、

資源化できなかったものは 終

処分 
注：発生量の算出根拠は、資料編（資－349 ページ）に示すとおりである。  
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（イ）環境保全のための措置 

本事業の工事においては、工事に伴う産業廃棄物の発生及び処理において、資源

の循環を図るとともに、生活環境の保全に支障を及ぼさないために、施工会社への

指示により、次のような措置を講ずる。 

・建設資材等の搬入にあたっては、過剰な梱包を控えるなど、発生抑制を図る。 

・資源化率の目標を設定し、敷地内での分別の徹底を図る。 

・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、許可を受けた産業廃棄物処理業

者に委託し、産業廃棄物管理票を交付し、適正な処理を行う。 

・既存建築物の解体工事にあたり、石綿の使用の有無について事前調査を行い、石

綿含有建材等の使用が確認された場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、

「大気汚染防止法」、「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」（環境省）、「川崎市公害

防止等生活環境の保全に関する条例」等に基づき、飛散・流出等のないよう適正に

処理を行うとともに、産業廃棄物の許可を受けた処理業者により適正に処理・処

分を行う。 

・産業廃棄物の搬出時においては、荷崩れや飛散等が生じないようにシートカバー

等を使用するなど適切な対策を講ずる。 
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（ウ）評 価 

解体工事（建築物）に伴い発生する産業廃棄物発生量は 60,080t であり、このう

ち も発生量が多いものはコンクリートがらで、55,320t と予測する。また、資源化

量は 59,175 t と予測する。 

解体工事（道路）に伴い発生する産業廃棄物発生量は 4,006t であり、このうち

も発生量が多いものはアスファルト・コンクリートがらで 3,038tと予測する。また、

資源化量は 3,927t と予測する。 

建設工事（道路）に伴い発生する産業廃棄物発生量は 334t であり、混合廃棄物が

発生すると予測する。また、資源化量は 291t と予測する。 

建設工事（建築物）に伴い発生する産業廃棄物発生量は 4,419t であり、このうち

も発生量が多いものは、混合廃棄物で、2,439tと予測する。また、資源化量は3,933t

と予測する。 

建設汚泥の発生量は、32,771 ㎥であり、資源化量は 22,284 ㎥と予測する。 

工事中に発生する産業廃棄物は、敷地内での分別徹底を図り、可能な限り資源化

を図るとともに、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託することから、適正に分

別排出、処理・処分、資源化が実施されると予測する。 

工事の実施にあたっては、資源化率の目標を設定し、敷地内での分別の徹底を図

る。また、既存建築物の解体工事にあたり、石綿の使用の有無について事前調査を

行い、石綿含有建材等の使用が確認された場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する

法律」、「大気汚染防止法」、「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」（環境省）、「川崎市

公害防止等生活環境の保全に関する条例」等に基づき、飛散・流出等のないよう適

正に処理を行うとともに、産業廃棄物の許可を受けた処理業者により適正に処理・

処分を行うなどの環境保全のための措置を講ずる。 

以上のことから、資源の循環が図られるとともに、計画地周辺地域の生活環境の

保全に支障はないものと評価する。 
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イ 供用時に事業活動に伴い発生する産業廃棄物の種類と発生量又は排出量及びその処

理・処分方法 

（ア）予 測 

a 予測項目 

供用時に事業活動に伴い発生する産業廃棄物の種類と発生量又は排出量及びそ

の処理・処分方法とした。 

b 予測方法等 

（a）予測地域 

計画地とした。 

（b）予測時期 

供用時の事業活動等が定常状態になる時期とした。 

（c）予測条件・予測方法 

① 予測条件 

供用時に事業活動を行う建物用途は、商業施設、業務施設及び公共施設とし

た。 
本予測における商業施設（駅前街区）の面積は、大規模小売店舗立地法の店

舗面積の考え方に合わせ、直接物品販売を行う商業専有面積（約 8,700 ㎡）及

び直接物品販売の用に供する施設に隣接し、顧客が商品の購入又は選定等のた

めに使用する部分等（約 4,200 ㎡）を含めた約 12,900 ㎡を店舗面積とした。 
業務施設（駅前街区）は、専有面積及び共用面積を全て含めた延べ面積とし、

約 1,800 ㎡とした。 
また、公共施設は、専有面積及び共用面積を全て含めた延べ面積とし、駅前

街区約 8,400 ㎡、北街区約 9,700 ㎡とした。 
廃棄物保管施設の位置及び廃棄物の収集処理については、第 1 章 4 (12)「廃

棄物処理計画」（73 ページ）に示すとおりである。 
② 予測方法 

商業施設（駅前街区）から発生する産業廃棄物の排出量原単位は、本事業の

店舗面積をもとに、表 5.4.2－16 に示す、大規模小売店舗立地法における廃棄

物排出原単位を乗じて算出する方法とした。なお、その他の廃棄物について、

既存店舗であるフレルさぎ沼の実績を確認したところ、廃油が確認されたため、

表 5.4.2－17 に示す令和 3 年度の実績値から算出した。 
業務施設（駅前街区）から発生する産業廃棄物の排出量原単位は、表 5.4.2－

18 に示す産業廃棄物のごみ性状調査結果をもとに算出する方法とした。 
また、公共施設から発生する産業廃棄物の排出量原単位は、表 5.4.2－19 に

示す令和 3 年度宮前区役所等廃棄物排出実績から算出する方法とした。 
処理方法については、現況調査結果と廃棄物処理計画の内容を対比する方法

とした。  
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表 5.4.2－16 大規模小売店舗立地法における店舗面積あたりの廃棄物排出量原単位 

種類 店舗面積 排出量原単位 

金属製廃棄物等 
店舗面積 6,000 ㎡以下の部分の原単位 約 2.56 kg/年・㎡ 
店舗面積 6,000 ㎡超の部分の原単位 約 1.10 kg/年・㎡ 

ガラス製廃棄物等 
店舗面積 6,000 ㎡以下の部分の原単位 約 2.19 kg/年・㎡ 
店舗面積 6,000 ㎡超の部分の原単位 約 0.73 kg/年・㎡ 

プラスチック製廃棄物等 
店舗面積 6,000 ㎡以下の部分の原単位 約 7.30 kg/年・㎡ 
店舗面積 6,000 ㎡超の部分の原単位 約 1.10 kg/年・㎡ 

注：排出量原単位は、日量 t/千㎡×365（日）により年量 kg/㎡とした。 
出典：「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」（平成 19 年 2 月 1 日、経済産業省告示 16 号） 

 

表 5.4.2－17 商業施設から発生する産業廃棄物の原単位 

種類 実績値（令和 3 年度） 既存建物店舗面積 排出量原単位 
廃油 38,500 kg 31,093 ㎡ 約 1.24 kg/年・㎡ 

出典：フレルさぎ沼提供「事業系一般廃棄物減量等計画書」より作成 
 

表 5.4.2－18 業務施設から発生する産業廃棄物の原単位 

区分 品目 排出量原単位（g/m2・日） 

産業廃棄物 
業務施設 

（事務所） 

廃プラスチック類 1.9 

ゴムくず <0.1 

ガラス・陶磁器くず 0.9 

金属くず 2.1 

その他 0.2 

出典：「事業系一般廃棄物性状調査（その 8）」（平成 5 年度 東京都清掃研究所研究報告、東京都清掃研究所） 
  ：「平成 11 年度排出源等ごみ性状調査」東京都環境科学研究所年報」（平成 12 年、東京都環境科学研究所） 

 
表 5.4.2－19 公共施設から発生する産業廃棄物の原単位 

区分 実績値（令和 3 年度） 既存建物床面積 排出量原単位 

廃プラス 
チック類 

区役所 760.5kg 7,972 ㎡ 約 0.10kg/年・㎡ 
市民館 

（ホール含む） 15.3 kg 
5,556 ㎡ 約 0.002kg/年・㎡ 

図書館 1,908 ㎡ 約 0.002kg/年・㎡ 

粗大ごみ 
(金属くず等) 

区役所 

416 kg 

7,972 ㎡ 約 0.03kg/年・㎡ 
市民館 

（ホール含む） 
5,556 ㎡ 約 0.03kg/年・㎡ 

図書館 1,908 ㎡ 約 0.03kg/年・㎡ 
出典：宮前区役所提供「令和 3 年度宮前区役所等廃棄物排出実績」より作成 
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c 予測結果 

供用時に商業施設（駅前街区）から発生する産業廃棄物の発生量及び処理方法は、

表 5.4.2－20 に示すとおりである。 

供用時に商業施設（駅前街区）から発生する産業廃棄物の発生量は、金属製廃棄

物等は約 23t/年、ガラス製廃棄物等は約 18t/年、プラスチック製廃棄物等は約 51t/

年、廃油は約 16 t/年、合計約 109t/年と予測する。 

処理・処分については、駅前街区に適切な規模の分別集積所を整備し、個々の事

業者の責任により分別の徹底を図るとともに、再資源化が可能な廃棄物は可能な

限り再資源化業者に委託するように促す計画である。また、個々の事業者の責任に

より許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託することから、適正に収集、運搬、処

分、再資源化（金属、ガラス、プラスチック等の廃棄物は原材料、廃油は燃料・石

鹸等）が実施されると予測する。 

 

表 5.4.2－20 商業施設から発生する産業廃棄物の種類、発生量及び処分方法 

区分 種類 店舗面積 
単位排出量 

発生量 
主な処理・ 
処分方法 

店舗面積 
6,000 ㎡以下 

店舗面積 
6,000 ㎡超 

駅前 
街区 

金属製 
廃棄物等 

約 12,900 ㎡ 

約 2.56  
kg/年・㎡ 

約 1.10  
kg/年・㎡ 

約 22,950kg/年 
（約 23 t/年） 

資源化（原材料） 

ガラス製 
廃棄物等 

約 2.19  
kg/年・㎡ 

約 0.73  
kg/年・㎡ 

約 18,177kg/年 
（約 18 t/年） 

資源化（原材料等）

または安定型処分

場に埋め立て 
プラスチック製 

廃棄物等 
約 7.30  

kg/年・㎡ 
約 1.10  

kg/年・㎡ 
約 51,390kg/年 
（約 51 t/年） 

廃油 約 1.24 kg/年・㎡ 
約 15,996 kg/年 

(約 16t/年) 
資源化（ボイラー燃

料、石鹸等） 

合計 － － － 
約 108,513 kg/年 
（約 109 t/年） 

－ 

 

供用時に業務施設（駅前街区）から発生する産業廃棄物の発生量は、表 5.4.2－

21 に示すとおりである。 

供用時に業務施設（駅前街区）から発生する産業廃棄物の発生量は、廃プラスチ

ックは約 1.3t/年、ゴムくずは約 0.07t/年、ガラスくず・陶磁器くずは約 0.6t/年、

金属くずは約 1.4t/年、その他の不燃物は約 0.1t/年、合計約 3.4t/年と予測する。 

処理・処分については、駅前街区に適切な規模の分別集積所を整備し、個々の事

業者の責任により分別の徹底を図るとともに、再資源化が可能な廃棄物は可能な

限り再資源化業者に委託するように促す計画である。また、個々の事業者の責任に

より許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託することから、適正に収集、運搬、処

分、再資源化が実施されると予測する。 
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5.4.2－21 業務施設から発生する産業廃棄物の種類及び発生量 

種類 床面積 排出量原単位 発生量 

産業 
廃棄物 

廃プラスチック類 

約 1,800 ㎡ 

1.9 g/m2・日 約 1,248kg/年（約 1.3t/年） 
ゴムくず ＜0.1 g/m2・日 約 66 kg/年（約 0.07t/年） 

ガラスくず 
陶磁器くず 

0.9 g/m2・日 約 591 kg/年（約 0.6t/年） 

金属くず 2.1 g/m2・日 約 1,380 kg/年（約 1.4t/年） 
その他の不燃物 0.2g/m2・日 約 131 kg/年（約 0.1t/年） 

合計 － － 約 3,416kg/年（約 3.4t/年） 

 

供用時に公共施設から発生する産業廃棄物の発生量は、表 5.4.2－22(1)・(2)に

示すとおりである。 

公共施設（駅前街区）では、廃プラスチック類が約 0.02t/年、粗大ごみが約 0.3t/

年、合計約 0.3t/年、公共施設（北街区）では、廃プラスチック類が約 0.9t/年、粗

大ごみが約 0.3t/年、合計約 1.2t/年、公共施設全体では、廃プラスチック類が約 0.9t/

年、粗大ごみが約 0.6t/年、合計約 1.5t/年と予測する。 

処理・処分については、駅前街区及び北街区に適切な規模の分別集積所を整備し、

分別の徹底を図るとともに、再資源化が可能な廃棄物は可能な限り再資源化業者

に委託するように促す計画である。また、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託

することから、適正に収集、運搬、処分、再資源化が実施されると予測する。 

 

表 5.4.2－22(1) 公共施設から発生する産業廃棄物の種類及び量（駅前街区） 
種類 床面積 排出量原単位 発生量 

廃プラス 
チック類 

市民館（大ホール含む） 約 6,200 ㎡ 約 0.002kg/年・㎡ 約 12kg/年 
図書館 約 2,200 ㎡ 約 0.002kg/年・㎡ 約 4kg/年 

小計（①） 約 8,400 ㎡ － 
約 16kg/年 

（約 0.02t/年） 

粗大ごみ 
（金属くず等） 

市民館（大ホール含む） 約 6,200 ㎡ 約 0.03kg/年・㎡ 約 186kg/年 
図書館 約 2,200 ㎡ 約 0.03kg/年・㎡ 約 66kg/年 

小計（②） 約 8,400 ㎡ － 
約 252kg/年 
（約 0.3t/年） 

合計（①+②） － － 
約 268kg/年 
（約 0.3t/年） 

 

表 5.4.2－22(2) 公共施設から発生する産業廃棄物の種類及び量（北街区） 
種類 床面積 排出量原単位 発生量 

廃プラス 
チック類 

区役所 約 8,900 ㎡ 約 0.10kg/年・㎡ 約 890kg/年 
小ホール 約 800 ㎡ 約 0.002kg/年・㎡ 約 1.6kg/年 

小計（①） 約 9,700 ㎡ － 
約 892kg/年 
（約 0.9t/年） 

粗大ごみ 
（金属くず等） 

区役所 約 8,900 ㎡ 約 0.03kg/年・㎡ 約 267kg/年 
小ホール 約 800 ㎡ 約 0.03kg/年・㎡ 約 24kg/年 

小計（②） 約 9,700 ㎡ － 
約 291kg/年 
（約 0.3t/年） 

合計（①+②） － － 
約 1,183kg/年 
（約 1.2t/年） 
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（イ）環境保全のための措置 

本事業の供用時においては、事業活動に伴う産業廃棄物の発生及び処理・処分に

おいて、資源の循環を図るとともに、生活環境の保全に支障を及ぼさない観点から、

次のような措置を講ずる。 

・省資源の観点から、過剰な梱包等を控え、発生抑制を図る。 

・分別保管場所を設置し、分別排出・集積・保管を適切に行う。 

・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、許可を受けた産業廃棄物処理業

者に委託し、産業廃棄物管理票を交付し処分先を明確にするなど、適正な処理を

行う。 

・産業廃棄物の処理については、個々の商業施設事業者等の責任により業者に委託

する。また、再資源化が可能な廃棄物は、再資源化業者に委託するように促し、

再生利用に努める。 

・事業者として、適切な規模の分別集積所を整備し、商業施設事業者、業務施設事

業者、公共施設に対し、ごみ分別の徹底など廃棄物の適正処理、再資源化等の基

本方針を示すとともに、その促進について要請する。 

 
（ウ）評 価 

供用時に商業施設（駅前街区）から発生する産業廃棄物の発生量は、金属製廃棄

物等は約 23t/年、ガラス製廃棄物等は約 18t/年、プラスチック製廃棄物等は約 51t/

年、廃油は約 16 t/年、合計約 109t/年と予測する。 

供用時に業務施設（駅前街区）から発生する産業廃棄物の発生量は、廃プラスチ

ックは約 1.3t/年、ゴムくずは約 0.07t/年、ガラスくず・陶磁器くずは約 0.6t/年、金

属くずは約 1.4t/年、その他の不燃物は約 0.1t/年、合計約 3.4t/年と予測する。 

また、供用時に公共施設から発生する産業廃棄物の発生量は、駅前街区では廃プ

ラスチック類が約 0.02t/年、粗大ごみが約 0.3t/年、合計約 0.3t/年、北街区では廃プ

ラスチック類が約 0.9t/年、粗大ごみが約 0.3t/年、合計約 1.2t/年、公共施設全体で

は廃プラスチック類が約 0.9t/年、粗大ごみが約 0.6t/年、合計約 1.5t/年と予測する。 

処理・処分については、適切な規模の分別集積所を整備し、分別の徹底を図ると

ともに、再資源化が可能な廃棄物は可能な限り再資源化業者に委託するように促す

計画である。また、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託することから、適正に

収集、運搬、処分、再資源化が実施されると予測する。 

本事業の実施にあたっては、省資源の観点から、過剰な梱包等を控え、発生抑制

を図るなどの環境保全のための措置を講ずる。 

以上のことから、資源の循環が図られるとともに、計画地周辺地域の生活環境の

保全に支障はないものと評価する。 
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４．３ 建設発生土 

計画地及びその周辺における建設発生土の状況等を調査し、工事中に発生する建設発

生土の発生及び処理・処分方法について、予測及び評価した。 

 

（１）現況調査 

ア 調査項目 

計画地及びその周辺における建設発生土の状況等を把握し、予測及び評価を行うため

の資料を得ることを目的として、以下に示す項目について調査した。 

（ア）建設発生土の状況 

（イ）関係法令等による基準等 

 

イ 調査地域 

計画地及びその周辺地域とした。 

 

ウ 調査方法 

（ア）建設発生土の状況 

「平成 30 年度建設副産物実態調査結果」（令和 2 年 1 月、国土交通省）等の既存

資料を収集、整理することにより、計画地及びその周辺地域における建設発生土の状

況を把握した。 

（イ）関係法令等による基準等 

以下に示す関係法令等の内容を整理することにより、関係法令等による基準等を

把握した。 

・「神奈川県土砂の適正処理に関する条例」 

・「建設副産物適正処理推進要綱」 

・「地域環境管理計画」に定められている地域別環境保全水準 
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エ 調査結果 

（ア）建設発生土の状況 

平成 30 年度における神奈川県での建設発生土の排出状況は、表 5.4.3－1 に示すと

おりであり、建設発生土の場外搬出量の合計は 3,098.0 千㎥である。そのうち、84%

が工事間などで有効利用されている。 

 

表 5.4.3－1 建設発生土の排出状況（平成 30 年度：神奈川県） 

工事種別 

有効利用（千ｍ３） 

その

他計注  

排出量 

合計 

（千ｍ３） 

工事間 

利用率 

(%) 

公共工

事等で

再利用 

売却 

他の工

事現場

(海面) 

採石場・砂利

採取等跡地復

旧 

終処

分場覆

土 

公共工事

等以外の

有効利用 

 

 

計 

公共土木 105.0  0.0  7.7 450.7 6.3 1,077.0 1,646.7  112.3 1,759.0  93.6% 

民間土木 192.1  0.0  0.8 70.5 0.4 51.7 315.4  47.7 363.1  86.9% 

新築・増改築 0.4  0.0  0.3 169.0 9.2 459.4 638.3  333.5 971.8  65.7% 

解体 0.1  0.0  0.0 0.1 0.1 1.6 2.0  0.1 2.1  95.8% 

修繕 0.0  0.0  0.0 0.1 0.1 0.9 1.1  0.9 2.0  53.1% 

合計 297.6  0.0  8.9 690.4 16.1 1,590.6 2,603.5  494.5 3,098.0  84.0% 

注）その他計は、覆土以外の 終処分、再利用なし、土捨場・ 終処分場への排出である。 

出典：「平成 30 年度建設副産物実態調査結果」（令和 2 年 1 月、国土交通省） 

 

（イ）関係法令等による基準等 

神奈川県土砂の適正処理に関する条例 

本条例は、土砂の搬出、搬入、埋立て等について必要な事項を定めることによ

り、土砂の適正な処理を推進し、県土の秩序ある利用を図るとともに、県民の生

活の安全を確保することを目的としている。 

建設副産物適正処理推進要綱 

本要綱は、建設工事の副産物である建設発生土と建設廃棄物の適正な処理等に

係る総合的な対策を発注者及び施工者が適切に実施するために必要な基準を示

し、もって建設工事の円滑な施工の確保、資源の有効な利用の促進及び生活環境

の保全を図ることを目的としている。 

「地域環境管理計画」に定められている地域別環境保全水準 

本計画では、建設発生土の地域別環境保全水準として、「資源の循環を図るととも

に、生活環境の保全に支障のないこと。」と定めている。 

 

（２）環境保全目標 

環境保全目標は、「地域環境管理計画」の地域別環境保全水準に基づき、「資源の循環を

図るとともに、生活環境の保全に支障のないこと。」と設定した。 
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（３）予 測 

ア 予測項目 

工事中に発生する建設発生土の発生量及びその処理・処分方法とした。 

イ 予測方法 

（ア）予測地域 

計画地とした。 

（イ）予測時期 

工事期間全体とした。 

（ウ）予測方法 

施工計画の内容を踏まえ、切土、掘削工事等に伴う建設発生土の発生量及び処

理・処分方法を予測する方法とした。 

（エ）予測結果 

建設発生土の発生量は、表 5.4.3－2 に示すとおりであり、約 220,500 ㎥と予測す

る。 

建設発生土の処理・処分については、計画地内での再利用が困難な場合には、他の

建設工事現場等で可能な限り再利用に努め、工事間での再利用ができないものについ

ては「神奈川県土砂の適正処理に関する条例」等に基づき、許可を得た処分地にて適

正に処理されると予測する。 

表 5.4.3－2 建設発生土量（ほぐし土量） 

区 分 
掘削面積 

① 
掘削深度 

② 
掘削土量 

③＝①×② 
変化率 

④ 

建設発生土量

（ほぐし量） 
③×④ 

駅前街区 
高層棟 約 3,042 ㎡ 15ｍ 約 45,630 ㎥ 

1.2 

約 54,756 ㎥ 
低層棟 約 6,218 ㎡ 15ｍ 約 93,270 ㎥ 約 111,924 ㎥ 

北街区 約 2,940 ㎡ 15ｍ 約 44,100 ㎥ 約 52,920 ㎥ 
地下通路 約 100 ㎡ 7.5ｍ 約 750 ㎥ 約 900 ㎥ 

合計 － － 約 183,750 ㎥ 約 220,500 ㎥ 
注：変化率は施工計画協力会社の実績から 1.2 とした。 

 

（４）環境保全のための措置 

本事業の工事においては、工事に伴う建設発生土の発生及び処理・処分において、資源

の循環を図るとともに、生活環境の保全に支障を及ぼさないために、次のような措置を講

ずる。 

・建設発生土については、計画地内での再利用が困難な場合には、他の建設工事現場等

で可能な限り再利用に努める。 

・工事間での再利用ができない建設発生土の処分については、「神奈川県土砂の適正処理

に関する条例」等に基づき、許可を得た処分地にて適正に処理する。 

・建設発生土の搬出時においては、飛散・流出等が生じないように、必要に応じて出入

口でのタイヤ洗浄を行い、荷台にシートカバー等を使用する。 

・工事にあたっては、粉じんの飛散を防止するために、必要に応じて散水やシート掛け

等を行う。 
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（５）評 価 

本事業の工事に伴う建設発生土の発生量は約 220,500 ㎥と予測する。 

建設発生土の処理・処分については、計画地内での再利用が困難な場合には、他の建設

工事現場等で可能な限り再利用に努め、工事間での再利用ができないものについては「神

奈川県土砂の適正処理に関する条例」等に基づき、許可を得た処分地にて適正に処理され

ると予測する。 

工事の実施にあたっては、工事に伴う建設発生土については、搬出時に飛散・流出等が

生じないように、必要に応じて出入口でのタイヤ洗浄を行い、荷台にシートカバー等を使

用する等の環境保全のための措置を講ずる。 

以上のことから、資源の循環が図られるとともに、計画地周辺地域の生活環境の保全に

支障はないものと評価する。 
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５ 緑 

５．１ 緑の質 

計画地及びその周辺地域における現況植生状況、生育状況及び計画地における土壌の

状況を調査し、主要な植栽予定樹種の計画地における環境適合性、植栽基盤の適否及び

必要土壌量について、予測及び評価を行った。 
 

（１）現況調査 

ア 調査項目 

計画地及びその周辺地域における現存植生状況、生育状況及び植栽土壌等を把握し、

予測及び評価を行うための資料を得ることを目的として、以下に示す項目について調査

した。 

（ア）現存植生状況及び生育状況 

（イ）周辺地域の生育木 

（ウ）植栽土壌 

（エ）植栽予定樹種 

（オ）潜在自然植生 

（カ）生育環境 

（キ）土地利用の状況 

（ク）関係法令等による基準等 

 
イ 調査地域 

（ア）現存植生状況及び生育状況 

計画地とした。 
（イ）周辺地域の生育木 

計画地周辺地域において、計画地からの距離及び環境特性を考慮した上で、図 5.5.1

－1 に示す 7 地点を選定した。 
（ウ）植栽土壌 

調査地点は、図 5.5.1－2 に示すとおりである。 

調査地点は、緑化計画における緑化地の位置を勘案し、計画地内の主要な地点とし

て、試坑土壌調査 1 地点、簡易土壌調査 7 地点とした。 
（エ）潜在自然植生 

計画地及びその周辺地域とした。 
（オ）生育環境 

計画地及びその周辺地域とした。 
（カ）土地利用の状況 

計画地及びその周辺地域とした。 
 

ウ 調査時期 

（ア）現存植生状況及び生育状況、周辺地域の生育木並びに生育環境 

平成 30 年 9 月 18 日（火） 

（イ）植栽土壌 

平成 30 年 10 月 11 日（木）
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図 4.2.1－1 樹木活力度調査地点位置図 
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図4.2.1－2 土壌の状況調査地点位置図 

  



 510 

エ 調査方法 

（ア）現存植生状況及び生育状況 

調査項目は、現存植生状況及び生育状況（樹木活力度）とした。現存植生状況及び

生育状況（樹木活力度）を計画地の現地調査により把握した。 

樹木活力度の評価項目は、表 5.5.1－1 に示すとおり、樹勢、樹形、枝の伸長量、枝

葉の密度、葉形、葉の大きさ、葉色、ネクロシスの 8 項目とした。また、樹木活力度

の調査方法は、「造園施工管理－技術編 改訂 25 版」に示されている指針によるもの

とし、表 5.5.1－1 に示す評価基準に従って項目別指数を求めた。これにより、表 5.5.1

－2 に示す算定方法から樹木別活力度指数を算定して、表 5.5.1－3 に示す指数判定基

準により判定した。 

 

表 5.5.1－1 樹木活力度調査の項目と基準 

       評価基準 
 
評価項目 

 １．良好、正常な

もの 
 ２．普通、正常に

近いもの 
 ３．悪化のかなり

進んだもの 
４．顕著に悪化して

いるもの 

１．樹 勢 生育旺盛なもの 
多少影響はあるが

あまり目立たない

程度 

異常が一目でわか

る程度 

生育劣弱で回復の

見込みがないとみ

られるもの 

２．樹 形 
自然樹形を保つも

の 

一部に幾分の乱れ

はあるが、本来の形

に近いもの 

自然樹形の崩壊が

かなり進んだもの 

自然樹形が全く崩

壊し、奇形化してい

るもの 

３．枝の伸長量 正 常 
幾分少ないが、それ

程目立たない 
枝は短小となり細

い 

枝は極度に短小し、

しょうが状の節間

がある 

４．枝葉の密度 
正常、枝及び葉の密

度のバランスがと

れている 

普通、１に比べやや

劣る 
やや疎 

枯枝が多く、葉の発

生が少ない、密度が

著しく疎 

５．葉 形 正 常 少しゆがみがある 変形が中程度 変形が著しい 

６．葉の大きさ 正 常 幾分小さい 中程度に小さい 著しく小さい 

７．葉 色 正 常 やや異常 かなり異常 著しく異常 

８．ネクロシス 
  （え死－細胞 
   組織の破壊） 

(一葉面による) 

な し わずかにある かなり多い 著しく多い 

出典：「造園施工管理－技術編 改訂 25 版」（平成 17 年 5 月、（一社）日本公園緑地協会） 

 

表 5.5.1－2 活力度指数の算定方法 

単木の場合 特定樹種の場合 

     
：樹木活力度指数 

 Ｘｉ：項目別指数 
  ｎ ：項目数 

：特定樹種の平均活力度指数 
 Ｙｊ：樹木活力度指数 
 ｍ ：特定樹種の調査本数 

出典：「造園施工管理－技術編初版」（昭和 50 年 10 月、（一社）日本公園緑地協会） 

n

Xi
Y

Σ


Y

m

Yj
Y

Σ


Y
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表 5.5.1－3 樹木活力度調査の指数判定基準 

判 定 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

指 数 1.00～1.75 1.76～2.50 2.51～3.25 3.26～4.00 

状 態 1.良好、正常なもの 
2.普通、正常に近い

もの 
3.悪化のかなり進

んだもの 
4.顕著に悪化の進

んでいるもの 

出典：「造園施工管理－技術編初版」（昭和 50 年 10 月、（一社）日本公園緑地協会） 

 

（イ）周辺地域の生育木 

周辺地域の生育木は、（ア）「現存植生状況及び生育状況」と同様の方法とし、現地

調査により把握した。 

（ウ）植栽土壌 

a 試坑土壌調査（基本断面調査） 

試坑土壌調査の項目は、表 5.5.1－4 に示すとおりである。 

計画地の代表的な立地と判断される 1 地点を選び、深さ 1m、幅 1m 程度の土壌

断面を掘削して、「林野土壌断面法」に基づく形態調査（基本断面調査）を実施し、

土壌型判定等の基本となる断面形態を把握した。また、断面形態を構成する主な土

層で、緑地の植栽土壌となる表層 40～80cm より試料を採取し、土壌の理化学法に

関する室内分析に供して、植栽土壌としての適否を検討した。分析項目は、表 5.5.1

－5 に示すとおりである。 

なお、調査方法及び調査内容の詳細は、資料編（資－364 ページ）に示すとおり

である。 

 

表 5.5.1－4 基本断面調査の項目 

①層位、②土色、③土性、④乾湿、⑤可塑性、⑥還元反応（α－α’ジピリジル反応）、 

⑦腐植、⑧土壌硬度、⑨石礫含量、⑩植物根の分布状況、⑪土壌構造、⑫地下水位 

注：アンダーラインは、簡易土壌調査（簡易試孔調査）の項目を示す。 

 

表 5.5.1－5 理化学性の分析項目及び分析方法 

分析項目 分析方法 評価基準 

土壌物理性 

分析 

粒径組成 JIS A 1204 及び国際土壌学会法 土性の評価基準 

飽和透水係数 変水位法 10-5 m/s 以上 

有効水分保持量 加圧法及び遠心法 80 L/m3 以上 

三相分布 実容積法 固相率 40％以下 

土壌化学性 

分析 

pH（H2O） ガラス電極法 4.5～8.0 

電気伝導度 1：5 水浸出法 0.5 dS/m 以下 

全窒素 ケルダール法 0.6 g/kg 以上 

有効態リン酸 トルオーグ法 100 mg/kg 以上 

塩基交換容量 セミミクロ・ショレンベルガー法 6 cmol(+)/kg 以上 

交換性カリウム 原子吸光光度法 0.2 cmol(+)/kg 以上 
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b 簡易土壌調査（簡易試孔調査） 

計画地の土層厚の変化を調査するため、計画地の 7 地点において、長さ 1m の検

土杖を用いた簡易的な形態調査（簡易試孔調査）を行い、層位・土色・土性・乾湿・

可塑性・還元反応（α－α’ジピリジル反応）・腐植の 7 項目及び表土に相当する土

層厚を調査した。 

なお、調査方法及び調査内容の詳細は、資料編（資－364 ページ）に示すとおり

である。 

（エ）植栽予定樹種 

緑化計画の内容を整理する方法とした。 

（オ）潜在自然植生 

以下に示す既存文献を収集、整理することにより、計画地及びその周辺地域の潜在

自然植生を把握した。 

・「神奈川県の潜在自然植生」（1976 年、神奈川県教育委員会） 

・「川崎市および周辺の植生―環境保全と環境保全林創造に対する植生学的研究―」

（1981 年、横浜植生学会） 

（カ）生育環境 

a 既存資料調査 

以下に示す既存文献を収集、整理することにより、生育環境を把握した。 

・「川崎市環境地質図」 

・「地形図」 

・「土地条件図（平成 22～23 年度調査）」（国土地理院ホームページ） 

b 現地調査 

（ア）「現存植生状況及び生育状況」の調査と併せて、計画地及び周辺地域の現

地調査により、日照、潮風等の生育環境を把握した。 

（キ）土地利用の状況 

以下に示す既存文献を収集、整理することにより、土地利用の状況を把握した。 

・「土地利用現況図（宮前区）平成 27 年度川崎市都市計画基礎調査」（平成 28 年 3

月、川崎市） 

・「川崎都市計画図（宮前区）」 

（ク）関係法令等による基準等 

以下に示す関係法令等の内容を整理することにより、関係法令等による基準を把握

した。 

・「川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例」 

・「川崎市緑の基本計画」 

・「川崎市緑化指針」 

・「宮前平・鷺沼駅周辺地区緑化推進重点地区計画」 

・「地域環境管理計画」に定められている地域別環境保全水準 



 513 

オ 調査結果 

（ア）現存植生状況及び生育状況 

a 現存植生状況 

計画地の現存植生状況は、表 5.5.1－6 及び図 5.5.1－3 に示すとおりである。 

計画地の植栽は、街路樹に高木植栽が存在し、商業施設および駐車場周りに中低

木植栽地が存在していた。 

植生区分は、低木～中高木植栽地が 4.6%、草地が 1.7%、裸地・構造物等が 93.7%

となっていた。 

 

表 5.5.1－6 計画地の現存植生状況 

区 分 面積（㎡） 割合（%） 

低木～中高木植栽地 1,046 4.6 

草地 379 1.7 

裸地・構造物等 21,105 93.7 

合 計 22,530 100.0 
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b 生育状況（活力度調査） 

計画地の樹木の生育状況は、表 5.5.1－7 に示すとおりである。常緑広葉樹ではマ

テバシイ、ヤブツバキ等、落葉広葉樹ではソメイヨシノ、アメリカヤマボウシ等、

常緑針葉樹ではコノテガシワ、ドイツトウヒ、落葉針葉樹ではイチョウが確認され

た。樹木活力度は、判定 A（良好、正常なもの）が 30％、判定 B（普通、正常に近

いもの）が 70％であった。なお、駅前広場中央部の緑地でマテバシイ（1 本）が腐

朽菌の感染により枯損していた。 

なお、計画地の樹木の生育状況詳細は、資料編（資－351 ページ）に示すとおり

である。 

 

表 5.5.1－7 計画地の樹木活力度調査結果 

樹種 区分 本数 活力度指数平均 活力度評価 
マテバシイ 常広 17 1.91 B 

ヤブツバキ 常広 17 2.00 B 

クスノキ 常広 1 1.00 A 

タブノキ 常広 1 1.00 A 

キンモクセイ 常広 1 2.00 B 

サツキツツジ 常広 695 1.77 B 

オオムラサキツツジ 常広 639 1.91 B 

イヌツゲ 常広 185 1.41 A 

アベリア 常広 110 2.00 B 

ウバメガシ 常広 60 2.00 B 

オタフクナンテン 常広 45 2.00 B 

サザンカ 常広 31 1.97 B 

ヒイラギナンテン 常広 16 2.13 B 

ナンテン 常広 12 2.00 B 

ヒイラギ 常広 10 2.13 B 

ヤマモモ 常広 8 2.00 B 

ワジュロ 常広 6 1.00 A 

ソメイヨシノ 落広 62 2.08 B 

アメリカヤマボウシ 落広 6 2.13 B 

ケヤキ 落広 2 1.00 A 

サクラ属の一種 落広 2 2.00 B 

コブシ 落広 1 2.00 B 

ドウダンツツジ 落広 90 2.00 B 

ユキヤナギ 落広 5 1.00 A 

ムラサキシキブ 落広 1 2.00 B 

サラサドウダン 落広 1 2.00 B 

コノテガシワ 常針 15 1.00 A 

ドイツトウヒ 常針 1 1.00 A 

イチョウ 落針 28 2.02 B 

ユッカ属の一種 特殊 2 1.00 A 

合計 30 種  合計 2,070本   

     注：活力度評価は、次の状態に基づき判定した結果を示す。A：良好、正常なもの、B：普通、

正常に近いもの、C：悪化のかなり進んだもの、D：顕著に悪化しているもの 
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（イ）周辺地域の生育木 

土橋南公園については、常緑広葉樹ではマテバシイ、スダジイ、ヤブツバキ、ワジ

ュロ等、落葉広葉樹ではソメイヨシノ、コナラ、コブシ等、常緑針葉樹ではヒマラヤ

スギが確認された。樹木活力度は、判定 B（普通、正常に近いもの）が 100％であっ

た。 

小台西公園については、常緑広葉樹ではサンゴジュ、マテバシイ、ヤブツバキ等、

落葉広葉樹ではソメイヨシノ、ケヤキ、エノキが確認された。樹木活力度は、判定 B

（普通、正常に近いもの）が 100％であった。 

鷺沼第一公園については、常緑広葉樹ではスダジイ、ワジュロ、ヤブツバキ等、落

葉広葉樹ではケヤキ、ソメイヨシノ、ヤマモミジ等、常緑針葉樹ではクロマツ、ヒマ

ラヤスギが確認された。樹木活力度は、A（良好、正常なもの）が 22％、判定 B（普

通、正常に近いもの）が 78％であった。 

小台公園については、常緑広葉樹ではワジュロ、マテバシイ、サンゴジュ等、落葉

広葉樹ではソメイヨシノ、エノキ等、常緑針葉樹ではヒマラヤスギ、スギが確認され

た。樹木活力度は、判定 B（普通、正常に近いもの）が 100％であった。 

有馬ふるさと公園については、常緑広葉樹ではマテバシイ、シラカシ、ヤブツバキ

等、落葉広葉樹ではコナラ、ソメイヨシノ、ムクノキ等、常緑針葉樹ではクロマツ、

アカマツが確認された。樹木活力度は、判定 A（良好、正常なもの）が 3％、判定 B

（普通、正常に近いもの）が 97％であった。 

鷺沼公園については、常緑広葉樹ではマテバシイ、スダジイ、トウネズミモチ等、

落葉広葉樹ではケヤキ、コナラ、ソメイヨシノ等、常緑針葉樹ではサワラ、ヒマラヤ

スギが確認された。樹木活力度は、A（良好、正常なもの）が 11％、判定 B（普通、

正常に近いもの）が 89％であった。 

土橋原台公園については、常緑広葉樹ではクスノキ、キンモクセイ、ヤブツバキ等、

落葉広葉樹ではヤマモミジ、エンジュ、ユリノキ等、落葉針葉樹ではイチョウが確認

された。樹木活力度は、判定 A（良好、正常なもの）が 8％、判定 B（普通、正常に

近いもの）が 92％であった。 

このように計画地周辺地域の土橋南公園、小台西公園、鷺沼第一公園、小台公園、

有馬ふるさと公園、鷺沼公園、土橋原台公園においては、殆どの樹木が正常な生育状

況であった。 

なお、計画地周辺地域の樹木活力度調査結果は、資料編（資－356 ページ）に示す

とおりである。 
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（ウ）植栽土壌 

a 試坑土壌調査（基本断面調査） 

試坑土壌調査結果の概要は表 5.5.1－8 に、No.8 地点の表層土壌の理化学性の分

析結果は表 5.5.1－9、表 5.5.1－10 に示すとおりである。 

No.8 地点の土壌断面形態は、地表下 40cm までの土壌は、暗褐色及び褐色の腐植

に富む良質な壌土（L）であり、土粒子間に隙間の多い団粒状及び角塊状である部

位が認められた。地表下 40cm 以下の土壌は、にぶい黄褐及び紫黒色のよく粘る砂

質埴壌土（SCL）～重埴土（HC）が人為的な転圧を受けて固結しており、土粒子

間に隙間の無い壁状構造で固結した部位が認められた。透水性は飽和透水係数が

2.4×10-7 m/s と植栽基盤としての理想値 10-5 m/s 以上を下回り、保水性も有効水

分保持量が 39L/m3 と理想値 80L/m3 以上を下回っていることから、共に不良な条

件であった。 

一方、化学性分析では、有効態リン酸が 8＞mg/kg と理想値 100 mg/kg 以上を下

回っているため、植物の開花結実に必要となる養分が不足する土壌である。 

全体的に自然的な堆積や有機質の分解などにより形成された秩序性のある土壌

の層位は認められず、盛土・転圧・攪乱など人為的な影響を強く受けた土壌形態で

ある。土壌型は、造成土に区分される。 

なお、調査結果の詳細は、資料編（資－368 ページ）に示すとおりである。 

 

表 5.5.1－8 基本断面調査結果の概要 

地点 周辺状況 観察結果 

No.8 緑 地 

0～20cm は、暗褐色の腐植分 5％前後の良質な壌土（L）、土粒子間に隙間の多

い団粒状、オオムラサキツツジの根系の発達、膨軟な硬度（13～17mm）。 
20～40cm は、褐色の腐植分 3％前後の比較的良質な壌土（L）、土粒子間に隙

間の多い角塊状、オオムラサキツツジの根系の発達、膨軟な硬度（20～26mm）。 
40～80cm は、にぶい黄褐色の腐植分が少ない砂質埴壌土（SCL）、夾雑物や礫

を含まない建設残土、多湿、還元状態、土粒子間に隙間の無い壁状、硬い硬度

の部位有り（22～25mm）。 
80～100cm は、紫黒色の腐植分が少ない重埴土（HC）、夾雑物や礫を含まない

建設残土、過湿、還元状態、土粒子間に隙間の無い壁状、硬い硬度の部位有り

（16～25mm）。 
注：観察結果の（ ）の数値は、各層における山中式土壌硬度計を用いた土壌の硬さを示す。 
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表 5.5.1－9 物理性分析結果 

項  目 単 位 試坑断面調査 No.8 地点 植栽基盤としての 
理想値＊1 試料採取位置 cm 50～55 

土 性 － SCL 評価 2（良）＊1① 

 

物理性 

粒径 
組成 

粗砂 2.0-0.2 ㎜ ％ 7.9 － 

細砂 0.2-0.02 ㎜ ％ 54.0 － 

ｼﾙﾄ 0.02-0.002 ㎜ ％ 14.2 － 

粘土 0.002 ㎜以下 ％ 23.9 － 

飽和透水係数 m/s 2.4×10-7 10-5 以上＊1① 

有効水分保持量 L/m3 39 80 以上＊1① 

三相 
分布 

気 相 ％ 10.1 － 

液 相 ％ 59.3 － 

固 相 ％ 30.6 40 以下＊1② 

＊1：植栽基盤としての理想値の出典： 
①「緑化事業における植栽基盤マニュアル」（日本造園学会誌 ランドスケープ研究 63(3)） 

（2000 年 (社)日本造園学会 緑化環境工学研究委員会） 

②「公園・歩行者専用道路等設計要領（案）」（昭和 59 年 住宅・都市整備公団） 
＊2：    は、植栽基盤としての理想値以外の値。 
＊3：土性の評価基準については、図 5.5.1－4 に示すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：「緑化事業における植栽基盤マニュアル」（日本造園学会誌 ランドスケープ研究 63(3)） 

（2000 年 (社)日本造園学会 緑化環境工学研究委員会） 

 

図 5.5.1－4 土性の評価基準 

●試坑断面調査 No.8 地点の分析結果 
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表 5.5.1－10 化学性分析結果 

項  目 単 位 試坑断面調査 No.8地点 植栽基盤としての 
理想値＊1 試料採取位置 cm 40～80 

化学性 

pH（H2O） － 6.82 4.5～8.0＊1① 

電気伝導度 dS/m 0.03 0.5 以下＊1① 

全窒素 g/kg 0.71 0.6 以上＊1① 

有効態リン酸 mg/kg 
8＞ 

（測定下限値以下） 
100 以上＊1① 

塩基交換容量 cmol(+)/kg 22.7 6 以上＊1① 

交換性カリウム cmol(+)/kg 0.2 0.2 以上＊1② 

＊1：植栽基盤としての理想値の出典： 
①「緑化事業における植栽基盤マニュアル」（日本造園学会誌 ランドスケープ研究 63(3)）（2000 年 (社)日本造

園学会 緑化環境工学研究委員会） 

②「公園・歩行者専用道路等設計要領（案）」（昭和 59 年 住宅・都市整備公団） 

＊2：    は、植栽基盤としての理想値以下の値。 

 

b 簡易土壌調査（簡易試孔調査） 

簡易土壌調査による計画地の土壌形態は表 5.5.1－11 に、土壌形態図は図 5.5.1

－5 に示すとおりである。 

計画地の土壌（深度 1m）は、植栽地に植栽用の良質土が人為的に客土として施

され、その下には建設残土が存在するという、人為的な影響を強く受けている土壌

形態となっている。特に中層土以下に出現する建設残土の土色は、褐色～暗オリー

ブ色系の土壌がベースになっているため、養分不足であることが推測できる。土性

は、よく粘る状態の砂質埴壌土（SCL）～重埴土（HC）が全域にわたって分布し、

可塑性も強く、粘土質の通気性が不良な土壌となっている。また、乾湿は湿状態で

あり、多湿な地点は、還元反応が＋（反応）を示す還元状態の土壌であった。腐植

は多い部位でも 3%前後である。 

なお、調査結果の詳細は、資料編（資－369 ページ）に示すとおりである。 

 

表 5.5.1－11 計画地の土壌形態 

分 類 土地利用形態 土壌形態 調査地点 

Ⅰ 草地、植栽地 
表層土、黒色の壌土（L）。 
中層土～下層土、にぶい褐色～暗オリーブ色の

砂質埴壌土（SCL）～重埴土（HC）。還元状態。 

No.2・3・7 
（簡易試孔調査地点） 

No.8 
（基本断面調査地点） 

Ⅱ 草地、植栽地 
表層土、暗褐色の壌土（L）。 
中層土～下層土、褐色～にぶい褐色の砂質埴壌

土（SCL）。 

No.1・4・5・6 
（簡易試孔調査地点） 

Ⅲ 
アスファルト舗装 

構造物 
褐色、にぶい褐色、暗オリーブ色の埴壌土（CL）
あるいは重埴土（HC）。 

-（推定） 
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図 4.2.1－4 土壌分類図 
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（エ）植栽予定樹種 

本事業における主要植栽予定樹種は、第 1 章 4 (6) 表 1－10（45 ページ）に示すと

おりである。 

（オ）潜在自然植生 

計画地及びその周辺地域の潜在自然植生は、図 5.5.1－6 に示すとおりである。 

計画地の潜在自然植生は、「川崎市および周辺の植生―環境保全と環境保全林創造

に対する植生学的研究―」によると、シラカシ群集－ケヤキ亜群集、シラカシ群集－

典型亜群集に該当していた。また、同群集域における構成種及び代償植生構成種は、

「神奈川県の潜在自然植生」によると、表 5.5.1－12 に示す樹種等があげられていた。 

計画地及び周辺地域は、近年の土地利用において極端な人為的影響はないことから、

地域の潜在的な自然植生については、変化はないものと考えられる。 

 

表 5.5.1－12 計画地の潜在自然植生構成種及び代償植生構成種 

潜在自然植生名 区 分 潜在自然植生構成種 代償植生構成種 

シラカシ群集－ 
ケヤキ亜群集 

高木層 シラカシ、タブノキ、ケヤキ ケヤキ、エノキ、クヌギ、イヌシデ 

低木層 
アオキ、ネズミモチ、イヌガヤ、 

イロハモミジ、チャノキ 
サンショウ、ヤマコウバシ、クロモジ、

マユミ、ゴンズイ 

草本層 
ツルマサキ、マンリョウ、 

オオバジャノヒゲ、ジャノヒゲ 
キンラン、ホウチャクソウ、ギンラン、

イヌショウマ、エビネ 

シラカシ群集－ 
典型亜群集 

高木層 シラカシ、ケヤキ エノキ、ケヤキ、イヌシデ 

低木層 
アオキ、ヒサカキ、イヌガヤ、 

イロハモミジ、ナンテン、チャノキ 
ヤマコウバシ、クロモジ、カマツカ、

ムラサキシキブ、ウグイスカグラ 

草本層 
ジャノヒゲ、ヤマイタチシダ、 

ベニシダ、シュンラン 
キンラン、ナルコユリ、ヒメカンスゲ 

出典：「神奈川県の潜在自然植生」（1976 年、神奈川県教育委員会） 

 

（カ）生育環境 

a 地形・地質等の状況 

地形・地質の状況は、第 3 章 1 (2)「地象の状況」（185 ページ）に示すとおりで

ある。 

b 日照、潮風等の状況 

計画地及びその周辺地域は、商業施設、交通広場、業務施設及び駐車場等が立地

しており、市街地における通常の日照の状況である。また、計画地は内陸部にある

ため、潮風等の影響はない。 

（キ）土地利用の状況 

土地利用の状況は、第 3 章 1 (6) イ「土地利用現況」（192 ページ）に示すとおりで

ある。 
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（ク）関係法令等による基準等 

a 川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例 

本条例は、川崎市における緑の保全及び緑化の推進に関して必要な事項を定め、

市と市民及び事業者との協働により、良好な都市環境の形成を図り、もって現在及

び将来の市民の健康で快適な生活の確保に寄与することを目的としている。 

b 川崎市緑の基本計画 

本計画は、都市緑地法第 4 条に基づき策定する「緑地の保全及び緑化の推進に関

する基本計画」で、「緑地の保全及び緑化の目標」、「緑地の保全及び緑化の推進の

ための施策」、「都市公園の整備の方針」等に関する事項を示すとともに、本市の緑

を取り巻く実状を勘案しながら必要な事項を定め、緑地の保全、緑化の推進、都市

公園の整備を総合的に進めていくものである。 

c 川崎市緑化指針 

本指針は、住宅や事業所など施設の設置目的や立地する周囲の環境などの諸条件

に応じ、地域性を反映した個性的で付加価値の高い緑を保全・創出・育成する計画

及び設計並びにこれらに基づく適切な施工及び維持管理を推進するとともに、全市

的な緑の水準の向上に寄与することを目的としている。 

また、本指針には、緑化樹木の規格、緑化樹種、緑の量的水準などが記載されて

いる。 

d 宮前平・鷺沼駅周辺地区緑化推進重点地区計画 

緑化推進重点地区は、川崎市において重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地

区のことで、都市緑化施策を効果的に推進することを目的としている。 

宮前平・鷺沼駅周辺地区については、「心をつなぐみんなのガーデン 緑の丘の

まち」をテーマとし、「鉄道駅やインターチェンジの周辺は、まちの顔にふさわし

い、美しく華やかな花と緑の景観づくりを進める」などの基本方針が示されている。 

e 「地域環境管理計画」に定められている地域別環境保全水準 

本計画では、緑の質の地域別環境保全水準（丘陵部及び平野部）として「緑の適

切な回復育成を図ること」と定めている。 

 

（２）環境保全目標 

環境保全目標は、「地域環境管理計画」の地域別環境保全水準に基づき、「緑の適切な回

復育成を図ること」と設定した。 
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（３）予測、環境保全のための措置及び評価 

本事業の実施に伴い、供用時において新たに緑の回復育成を図るため、緑の質について

予測及び評価を行う。 

ア 主要な植栽予定樹種の環境適合性 

（ア）予 測 

a 予測項目 

緑化計画で選定した植栽予定樹種の環境適合性とした。 

b 予測方法等 

（a）予測地域・予測地点 

計画地とした。 

（b）予測時期 

工事の完了後一定期間をおき、植栽予定樹種が成長した時期とした。 

（c）予測条件・予測方法 

① 予測条件 

本事業における主要な植栽予定樹種及び植栽予定本数等は、第 1 章 4 (6) 表

1－10（45 ページ）に示すとおりとした。 

② 予測方法 

計画地及びその周辺地域における生育木の樹木活力度調査結果、既存資料調

査から把握した潜在自然植生及び「川崎市緑化指針」の記載樹種を参考に、緑

化計画における主要な植栽予定樹種の環境適合性を予測した。 

c 予測結果 

緑化計画における主要な植栽予定樹種の環境適合性は、表 5.5.1－13 に示すとお

りである。 

樹木活力度調査結果によると、主要な植栽予定樹種のうち 1 種が A（良好、正常

なもの）、10 種が B（普通、正常に近いもの）に該当する。 

既存資料調査によると、主要な植栽予定樹種である 22 種のうち、22 種が「川崎

市緑化指針」の緑化樹木に該当し、3 種が潜在自然植生の構成種に該当する。また、

樹種特性は、8 種が耐風性のある種、14 種が耐陰性のある種、5 種が耐乾性のある

種となっている。壁面緑化に使用する樹種については、過去の壁面緑化植栽事例等

を踏まえ、環境適合性に配慮して選定している。 

耐風性、耐陰性に留意する必要のある緑化エリアは、図 5.5.1－7 (1)～(3)に示す

とおりである。 

植栽予定樹種については、風害が予想される箇所には耐風性、日照が阻害される

と予測される範囲には耐陰性、屋上緑化には、耐乾性に配慮する。 

以上のことから、主要な植栽予定樹種は、計画地で正常に生育し、計画地及びそ

の周辺の環境特性に適合するものと予測する。 
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表 5.5.1－13 主要な植栽予定樹種の環境適合性 

区 分 
主要な 

植栽予定樹種 

計画地 
樹木活力度 
調査結果 

川崎市緑化指針 
潜在自然 

植生構成種 緑化 
樹木 

特性 

耐風性 耐陰性 耐乾性 

大
景
木 

常緑広葉樹 

シラカシ （B） ○ ○ ○  ○ 

ヤブニッケイ （B） ○ ○ ○   

ヤマモモ B ○ ○ ○ ○  

高
木 

常緑広葉樹 

アラカシ  ○ ○    

シラカシ （B） ○ ○ ○  ○ 

モチノキ  ○  ○   

ヤブニッケイ （B） ○ ○ ○   

落葉広葉樹 
ケヤキ A ○ ○   ○ 

コブシ B ○     

中
木 

常緑広葉樹 

アカガシ （B） ○ ○ ○   

ウバメガシ B ○ ○    

シラカシ （B） ○ ○ ○  ○ 

ネズミモチ （B） ○  ○  ○ 

低
木 

常緑広葉樹 
シャリンバイ （B） ○  ○ ○  

ヤツデ （B） ○  ○   

落葉広葉樹 

ウツギ （B） ○  ○   

ニシキギ  ○ ○    

ミツバツツジ  ○  ○ ○  

地被類 

イタビカズラ  ○  ○   

コトネアスター  ○  ○ ○  

スイカズラ  ○   ○  

フッキソウ  ○  ○   

ヤブラン  ○     

壁面緑化＊ 
キヅタ（ヘデラ）  ○  ○   

モッコウバラ  ○     

注 1：樹木活力度調査結果は、計画地における調査結果を A、B、計画地周辺地域における調査結果を（A）、（B）とした。 
注 2：潜在自然植生構成種は、「神奈川県の潜在自然植生」における「シラカシ群集－ケヤキ亜群集」「シラカシ群集－典型亜群集」の潜

在自然植生構成種を参考とした。 
＊：壁面緑化に主に使用する樹種。壁面緑化に使用する樹種は、過去の壁面緑化植栽事例等を踏まえ環境適合性に配慮して選定した。 
出典 1：「川崎市緑化指針」（令和 4 年 2 月一部改正、川崎市） 
出典 2：「神奈川県の潜在自然植生」（1976 年、神奈川県教育委員会） 
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（イ）環境保全のための措置 

本事業では、緑の適切な回復育成の観点から、次のような措置を講ずる。 

・樹木の健全な育成を図るため、年間維持管理計画を作成し、適切な剪定、刈込み、

施肥、病虫害防除、除草等を実施する。 

・植栽地には適切な施肥を行うとともに、屋上緑化及び壁面緑化については、かん

水設備等を設けるなどの措置を施し、植栽の良好な維持管理を行う。 

・植栽予定樹種については、耐陰性・耐風性などを考慮し適切に配置する。 

・屋上緑化、壁面緑化、接道部緑化及び生け垣植栽を適切に配置し、日常的に人々

の目に触れる場所では、在来種の花木等で積極的な緑化を行う。 

・花や紅葉、実のなる樹木など季節が感じられる樹木を選定する。 

・良質な客土を用いて、樹木の生育に適した植栽基盤の確保に努める。 

 

（ウ）評 価 

本事業における主要な植栽予定樹種は、樹木活力度調査結果が A（良好、正常なも

の）及び B（普通、正常に近いもの）に該当する種や、潜在自然植生の構成種、「川崎

市緑化指針」の緑化樹木に該当する種であること、壁面緑化に使用する樹種は、過去

の壁面緑化植栽事例等を踏まえ、環境適合性に配慮して選定していることから、計画

地の環境特性に適合するものと予測する。 

本事業の実施にあたっては、屋上緑化、壁面緑化、接道部緑化及び生け垣植栽を適

切に配置し、日常的に人々の目に触れる場所では、在来種の花木等で積極的な緑化を

行うなどの環境保全のための措置を講じる。 

以上のことから、緑の適切な回復育成が図られるものと評価する。 
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イ 植栽基盤の適否及び整備に必要土壌量 

（ア）予 測 

a 予測項目 

植栽基盤の適否及び必要土壌量とした。 

b 予測方法等 

（a）予測地域 

計画地とした。 

（b）予測時期 

工事の完了後一定期間をおき、植栽樹木等が成長した時期とした。 

（c）予測条件・予測方法 

① 予測条件 

本事業における主要な植栽予定樹種及び植栽予定本数等は、第 1 章 4 (6) 表 1

－10（45 ページ）に示すとおりとした。 

地上部の植栽部分は、いずれも建設工事の土工事に伴う掘削後、掘削土壌によ

る埋め戻しは行わず、全量、客土による埋め戻しを計画している。埋め戻しの

際、植栽部分には樹木の生育に適した良質な客土を使用し、植栽基盤を整備す

る計画である。屋上部については、人工軽量土を使用する計画である。 

なお、地上部の植栽基盤整備イメージの詳細は資料編（資－371 ページ）に、

屋上部の植栽基盤整備イメージは第 1 章 4 (6) 図 1－14（1）（47 ページ）に示

すとおりである。 

② 予測条件 

緑化計画の内容を参考に、植栽基盤の整備に必要な土壌量を算出するととも

に、植栽基盤の適否を予測した。 

土壌量の算出に用いた必要土壌厚は、「川崎市緑化指針」の「植栽に必要な土

壌厚」を基に設定し、高木及び中木を植栽する緑化地部分及び樹木の植栽部分

については 1.5m とした。 

c 予測結果 

（a）植栽基盤の適否 

植栽土壌の調査結果によると、計画地の土壌は土壌硬度が高く、通気性・透水

性が低いため、根の生育不良や排水不良を引き起こす可能性があり、また、土壌

中の養分が不足している可能性があることから、新たに植栽を行う基盤としては

不適である。しかしながら、地上部の植栽部分は、いずれも建設工事の土工事に

伴う掘削後、掘削土壌による埋め戻しは行わず、全量、客土による埋め戻しを計

画している。よって、植栽基盤として適したものとなると予測する。 

（b）植栽基盤の必要土壌量 

植栽基盤の必要土壌量は表 5.5.1－14 (1)・(2)に示すとおりである。地上部につ

いては合計約 974 ㎥と予測する。屋上部については、人工軽量土が合計約 518 ㎥

と予測する。 
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表 5.5.1－14 (1)  植栽基盤の必要土壌量（地上部） 

敷地 区分＊1 
土壌厚＊2 

a 
面積＊3 

b 
必要土壌量＊4 
c（=a×b） 

駅前街区 

高木（3m 以上） 1.5 m 約 440 ㎡ 約 660 ㎥ 

中木（1.5m） 1.5 m 約 44 ㎡ 約 66 ㎥ 

小計 － － 約 726 ㎥ 

北街区 

高木（3m 以上） 1.5 m 約 118 ㎡ 約 177 ㎥ 

中木（1.5m） 1.5 m 約 47 ㎡ 約 71 ㎥ 

小計 － － 約 248 ㎥ 

合計 約 974 ㎥ 
＊1：緑化地については、各区画に植栽する樹木の最大樹高ごとに分類した。 
＊2：地上部の土壌厚については、「川崎市緑化指針」（令和 4 年 2 月一部改正、川崎市）の「植栽に必要な土壌厚」

を基に設定した。 
＊3：面積については、緑化地については各区画の緑化地面積とし、樹木（1.5m 以上）を植栽する部分について

は、根張りの範囲を考慮し、各植栽樹木の枝張りの面積とした。面積の詳細については資料編（資－372 ペ

ージ）に示すとおりである。 
＊4：必要土壌量については、端数分が不足とならないよう小数第 1 位を切り上げた数字とした。 
 
 

表 5.5.1－14 (2) 植栽基盤の必要土壌量（屋上部） 

敷地 区分＊1 
土壌厚＊2 

a 
面積＊3 

b 
必要土壌量＊4 
c（=a×b） 

駅前街区 

大景木（6.0 m） 0.7 m 約 39 ㎡ 約 28 ㎥ 

高木（3.0 m） 0.48 m 約 708 ㎡ 約 340 ㎥ 

中木（1.5 m） 0.48 m 約 58 ㎡ 約 28 ㎥ 

小計 － － 約 396 ㎥ 

北街区 
高木（3.0ｍ） 0.48 m 約 253 ㎡ 約 122 ㎥ 

小計 － － 約 122 ㎥ 

合計 － 約 518 ㎥ 
＊1：緑化地については、各区画に植栽する樹木の最大樹高ごとに分類した。 
＊2：屋上部の土壌厚は、使用予定の人工軽量土カタログ値及び施工計画協力会社ヒアリングデータを基

に設定した。 
＊3：面積については、緑化地については各区画の緑化地面積とし、樹木（1.5m 以上）を植栽する部分に

ついては、使用予定の人工軽量土カタログ値及び施工計画協力会社ヒアリングを基に設定した。面積

の詳細については資料編（資－374 ページ）に示すとおりである。 
＊4：必要土壌量については、端数分が不足とならないよう小数第 1 位を切り上げた数字とした。 

 

（イ）環境保全のための措置 

本事業では、緑の適切な回復育成の観点から、次のような措置を講ずる。 

・植栽基盤の整備にあたっては、樹木の生育に適した良質な客土を確保する。 

・植付けにあたっては、かん水を十分にし、移植前の地際部を確認し、深植、浅植

にならないように注意する。 

・植栽地には適切な施肥を行うとともに、屋上緑化及び壁面緑化については、かん

水設備等を設けるなどの措置を施し、植栽の良好な維持管理を行う。 

・必要に応じて支柱等を施すなど、「川崎市緑化指針」に示される施工方法に準ず

る植栽を行う。 
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（ウ）評 価 

植栽土壌の調査結果によると、計画地の土壌は土壌硬度が高く、通気性・透水性が

低いため、根の生育不良や排水不良を引き起こす可能性があり、また、土壌中の養分

が不足している可能性があることから、新たに植栽を行う基盤としては不適である。

しかしながら、地上部の植栽部分は、いずれも建設工事の土工事に伴う掘削後、掘削

土壌による埋め戻しは行わず、全量、客土による埋め戻しを計画している。よって、

植栽基盤として適した土壌となるものと予測する。植栽基盤の必要土壌量は、地上部

については合計約 974 ㎥と予測する。屋上部については合計約 518 ㎥と予測する。 

本事業の実施にあたっては、植栽地には適切な施肥を行うとともに、屋上緑化及び

壁面緑化については、かん水設備等を設けるなどの措置を施し、植栽の良好な維持管

理を行うなどの環境保全のための措置を講ずる。 

以上のことから、緑の適切な回復育成が図られるものと評価する。 



 533 

５．２ 緑の量 

計画地における緑被の状況等を調査し、緑化計画における緑被の変化及び全体の緑の

構成について、予測及び評価を行った。 
 

（１）現況調査 

ア 調査項目 

計画地の緑被の状況等を把握し、予測及び評価を行うための資料を得ることを目的と

して、以下に示す項目について調査した。 

（ア）緑被の状況 

a 植生区分調査 

b 緑度調査 

（イ）緑化計画 

（ウ）土地利用の状況 

（エ）関係法令等による基準等 

 
イ 調査地域 

（ア）緑被の状況 

計画地とした。 

（イ）緑化計画 

計画地とした。 

（ウ）土地利用の状況 

計画地及びその周辺地域とした。 
 

ウ 調査時期 

（ア）緑被の状況 

a 植生区分調査 

平成 30 年 9 月 18 日（火） 

b 緑度調査 

令和 4 年 8 月 30 日（火） 
 
エ 調査方法 

（ア）緑被の状況 

a 植生区分調査 

現地調査により、現存植生の状況を把握するとともに、相観による植生区分を行

い、区分別面積を算定した。 

b 緑度調査 

植生区分調査結果をもとに、「川崎市環境影響評価等技術指針」に定められる方

法により、平均緑度を算定した。 

（イ）緑化計画 

事業計画の内容を整理する方法とした。 
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（ウ）土地利用の状況 

以下に示す既存文献を収集、整理するとともに、現地調査により、土地利用の状況

を把握した。 

・「川崎都市計画図（宮前区）」 

（エ）関係法令等による基準等 

以下に示す関係法令等の内容を整理することにより、関係法令等による基準を把握

した。 

・「川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例」 

・「川崎市緑の基本計画」 

・「川崎市緑化指針」 

・「川崎市環境影響評価等技術指針」 

・「地域環境管理計画」に定められている地域別環境保全水準 

 

オ 調査結果 

（ア）緑被の状況 

a 植生区分調査 

計画地の植生区分は、第 5 章 5.1（1）オ（ア）表 5.5.1－6「計画地の現存植生状

況」（513 ページ）に示すとおり、低木～中高木植栽地 4.6%、草地 1.7%、裸地・

構造物等 93.7%となっていた。 

b 緑度調査 

表 5.5.2－1 に示す「川崎市環境影響評価等技術指針」に定められた緑度指数とそ

の区分を用いた計画地の緑度指数及び面積は、表 5.5.2－2 に示すとおりである。 

計画地の植生区分である低木～中高木植栽地の緑度指数は 3 に、草地の緑度指数

は 2 に、裸地・構造物等の緑度指数は 1 に該当し、計画地の平均緑度（L.G）は 1.11

となる。 

 

 

表 5.5.2－1 緑度区分及び指数 

緑度指数 緑度の区分 内 容 

5 
すぐれた自然植生及びそれとほぼ

同等の価値を持つ植生地 

すぐれた自然植生及びそれとほぼ同等の価値を持つ自然

植生地で、あわせて一定規模の面積を有し、かつ良好な植

生状態が形成されているもの。 

4 
よく成育した植生地 
（二次林、植林、竹林） 

良く成育した半自然的あるいは二次的植生地で、これを構

成する樹種の樹高が概ね 10m 以上で、良好な植生状態が

維持されているもの。 

3 
やや成育が進んだ植生地 
（二次林、伐採跡地、耕地、果樹園） 

やや成育が進んだ二次的植生地で、これを構成する樹種の

樹高が概ね 10m 以下で、多少とも良好な植生状態が維持

されているもの。 

2 貧弱な植生地 植生状態が貧弱な二次的植生地。 

1 
人工的な環境又は緑が極めて少な

い裸地等 
人工的な環境又は緑が極めて少ない土地。 

平均緑度（L.G）＝ 
総区分別指数Σ（G×a） 

＝ 
25,001 

＝ 1.11 
指定開発行為に基づく面積（a） 22,530 

出典：「川崎市環境影響評価等技術指針」令和 4 年 3 月改訂、川崎市 
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表 5.5.2－2 計画地の植生タイプの緑度指数及び面積 

植生区分 
G 

緑度指数 
ａ 

面積（㎡） 
割 合 
（%） 

区分別指数 
＝G×ａ 

低木～中高木植栽地 3 1,046 4.6 3,138 
草地 2 379 1.7 758 

裸地・構造物等 1 21,105 93.7 21,105 
合 計 － 22,530 100.0 25,001 

 

（イ）緑化計画 

緑化地の位置は第 1 章 4 (4) 図 1－4「土地利用計画図」（15 ページ）に、緑化計画

の内容は、第 1 章 4 (6) ア「緑化計画」（44 ページ）に示すとおりである。 

（ウ）土地利用の状況 

土地利用の状況は、第 3 章 1 (6) イ「土地利用現況」（192 ページ）に示すとおりで

ある。 

（エ）関係法令等による基準等 

a 川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例 

本条例は、川崎市における緑の保全及び緑化の推進に関して必要な事項を定め、

市と市民及び事業者との協働により、良好な都市環境の形成を図り、もって現在及

び将来の市民の健康で快適な生活の確保に寄与することを目的としている。 

b 川崎市緑の基本計画 

緑の基本計画は、都市緑地法第 4 条に基づき策定する「緑地の保全及び緑化の推

進に関する基本計画」で、「緑地の保全及び緑化の目標」、「緑地の保全及び緑化の

推進のための施策」、「都市公園の整備の方針」等に関する事項を示すとともに、本

市の緑を取り巻く実状を勘案しながら必要な事項を定め、緑地の保全、緑化の推進、

都市公園の整備を総合的に進めていくものである。 

c 川崎市緑化指針 

本指針は、住宅や事業所など施設の設置目的や立地する周囲の環境などの諸条件

に応じ、地域性を反映した個性的で付加価値の高い緑を保全・創出・育成する計画

及び設計並びにこれらに基づく適切な施工及び維持管理を推進するとともに、全市

的な緑の水準の向上に寄与することを目的としている。 

本指針では､高木・中木・低木の植栽本数については、それぞれの標準植栽本数

の半数以上は植栽することを条件に、各係数の比率に応じて換算して植栽すること

ができるとしている。緑の量的水準としては、「植栽本数＝（緑化地面積＋屋上緑

化面積）×係数（高木 0.08 本/㎡、中木 0.16 本/㎡、低木 0.48 本/㎡）」を定めている。 

なお、建築敷地面積に対して確保すべき緑化面積率として、住宅（近隣商業地域

及び商業地域）、事業所、公共・公益施設については建築敷地面積の 10％以上と定

めており、本事業においては街区ごとの緑化面積設定の参考とした。 
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d 川崎市環境影響評価等技術指針 

本指針には、「緑被の算定方法」において、指定開発行為にかかる緑被率の算定

式が示されている。この算定式に基づき緑被率を算出すると、本事業の緑被率は以

下に示すとおり 15.0％であった。 

 

 

 

 

＝ 
22,530×0.00＋22,530×0.10＋22,530×0.05 

×100 
22,530 

＝ 15.0％ 

A ：指定開発行為に係る面積（22,530 ㎡） 

α ：0.06 等法令等により必要とされる公園、緑地等の割合 

ただし、法令等により公園、緑地等を設置しない場合は α＝0 とする。 

B ：指定開発行為に係る面積から公園、緑地等の面積を除いたもの 

（A－（A×α）= 22,530 ㎡） 

β ：指定開発行為の種類ごとに定める数値（0.1） 

G’ ：平均緑度係数（0.05）※ 

※本事業の現況の平均緑度（L.G）は、緑度調査の結果（第 5 章 5.2（1）

オ（ア）：534 ページ）から 1.11 であることから、平均緑度係数（G’）

は表 5.5.2－3 に示すとおり 0.05 とした。 

 

表 5.5.2－3 平均緑度係数（Ｇ’） 

平均緑度（L.G） 5.0～4.0 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 

平均緑度係数（G’） 0.25 0.24 0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.18 0.17 

3.1 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2.0～1.0 

0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 
出典：「川崎市環境影響評価等技術指針」令和 4 年 3 月改訂、川崎市 
注 ：    は、計画地の平均緑度係数（G’） 

 

e 「地域環境管理計画」に定められている地域別環境保全水準 

本計画に定められている、緑の量の地域別環境保全水準は、表 5.5.2－4 に示すと

おりである。 

 

表 5.5.2－4 「地域環境管理計画」に定められている緑の量に係る地域別環境保全水準 

環境影響評価項目 
地域別環境保全水準 

（丘陵部） （平野部） 

緑 
緑の量 

（緑被・緑の
構成） 

緑被を著しく減少させないこ
と。ただし、良好な自然環境地
域（特別緑地保全地区、緑の保
全地域、緑地保全協定地等）は
保全すること。 

緑の現状を活かし、かつ、回復
育成を図ること。 

 

＝(A×α + B×β + A×G’) × 
100 

A 

・川崎市環境影響評価等技術指針に基づく緑被率 



 537 

（２）環境保全目標 

環境保全目標は、「地域環境管理計画」の地域別環境保全水準（平野部）に基づき、「緑

の現状を活かし、かつ回復育成を図ること。」と設定した。なお、計画地は丘陵部に位置

しているが、本事業は駅前地区再開発であることから「平野部」の地域別環境保全水準を

環境保全目標とした。 

具体的な目標値としては、「川崎市環境影響評価等技術指針」に基づく目標である緑被

率（指定開発行為に係る面積に占める緑被面積（緑化面積）の割合）として、「計画地全

体で 15.0％」と設定した。 

なお、街区ごとの緑化面積については、「川崎市緑化指針」に基づく確保すべき緑化面

積率から、各街区において「建築敷地面積の 10％以上」を参考とした。 

 

（３）予測及び評価 

ア 緑被の変化及び全体の緑の構成（供用時） 

（ア）予 測 

a 予測項目 

供用時における緑被の変化及び全体の緑の構成とした。 

b 予測方法等 

（a）予測地域 

計画地内とした。 

（b）予測時期 

工事の完了後の一定期間をおいた時期とし、植栽した樹木等が成長した時点と

した。 

（c）予測条件・予測方法 

① 予測条件 

供用時の緑被面積（緑化面積）及び全体の緑の構成（樹木本数）は、第 1 章

4 (6) ア「緑化計画」（44 ページ）に示したとおりである。 

② 予測方法 

ⅰ 緑被の変化 

計画地全体における緑被率（計画地面積に対する緑被面積（緑化面積）

の割合）を示し、「川崎市環境影響評価等技術指針」に基づき算定される緑

被率（15.0％）と比較した。 

また、参考として、緑化計画に基づき各街区における緑化面積率（建築敷

地面積に対する緑化面積の割合）を示し、「川崎市緑化指針」に基づく確保

すべき緑化面積率（10％）と比較した。 

ⅱ 全体の緑の構成 

全体の緑の構成（樹木本数）は、緑化計画における植栽予定本数を示し、

「川崎市緑化指針」に基づき算定される緑の量的水準（標準植栽本数）と対

比した。 
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c 予測結果 

（a）緑被の変化 

本事業における緑被率と目標値との比較は表 5.5.2－5 に示すとおりである。 

本事業における緑被率（計画地面積に占める緑被面積（緑化面積）の割合）は、

計画地全体で約 15.23％（約 3,432 ㎡）であり目標値である計画地全体の「15.0％

以上」を満足すると予測する。 

 

表 5.5.2－5 本事業における緑被率と目標値との比較 

区分 
緑化計画 

計画地全体 
A：緑被面積 約 3,432 ㎡ 

B：計画地面積 約 22,530 ㎡ 

C：緑被率（A/B） 約 15.23％ 

D：目標値（緑被率） 15.0％ 

目標値（D）の達成状況 達成（C＞D） 

  注 1：緑被面積（緑化面積）の内訳は、緑化地：約 518 ㎡、接道部緑化：

約 213 ㎡、生け垣緑化：約 43 ㎡、大景木：約 1,480 ㎡、壁面緑化：

約 120 ㎡、屋上緑化：約 1,058 ㎡。（表 1－9（45 ページ）参照） 
注 2：計画地面積には、道路（7,680 ㎡）を含む。 

 

また、参考とした、本事業における街区ごとの緑化面積率（敷地面積に対する

緑化面積の割合）と目標値の比較は表 5.5.2－6 に示すとおりである。 

駅前街区で約 23.26％（約 2,599 ㎡）、北街区で約 22.63％（約 833 ㎡）であり、

目標値である「建築敷地面積の 10％以上」を満足すると予測する。 

 

表 5.5.2－6 本事業における街区ごとの緑化面積率と目標値との比較 

区分 
緑化計画 

駅前街区 北街区 
A：緑化面積 約 2,599 ㎡ 約 833 ㎡ 

B：建築敷地面積 約 11,170 ㎡ 約 3,680 ㎡ 

C：緑化面積率（A/B） 約 23.26％ 約 22.63％ 

D：目標値（緑化面積率） 10％ 10％ 

目標値（D）の達成状況 達成（C＞D） 達成（C＞D） 

注 1：駅前街区の緑被面積（緑化面積）の内訳は、緑化地：約 374 ㎡、接道部緑化：約 165 ㎡、生け垣緑化：

約 43 ㎡、大景木：約 1,184 ㎡、壁面緑化：約 28 ㎡、屋上緑化：約 805 ㎡。（表 1―9（45 ページ）参照） 
注 2：北街区の緑被面積（緑化面積）の内訳は、緑化地：約 144 ㎡、接道部緑化：約 48 ㎡、大景木：約 296

㎡、壁面緑化：約 92 ㎡、屋上緑化：約 253 ㎡。（表 1－9（45 ページ）参照） 

 

（b）全体の緑の構成 

緑化計画における植栽予定本数及び「川崎市緑化指針」に基づき算定される緑

の量的水準（標準植栽本数）は、表 5.5.2－7 に示すとおりである。 

緑化計画における植栽本数は、高木及び中木を低木に換算することによって、

「川崎市緑化指針」に基づき算定される緑の量的水準（標準植栽本数）を満足す

ると予測する。 
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表 5.5.2－7 本事業における植栽予定本数と緑の量的水準（標準植栽本数）との比較 

敷地 区分 
緑化計画における植栽本数 

川崎市緑化指針による緑の量的水準
（標準植栽本数） E：B-D 

過不足本数 
（本） A：緑化地面積

（㎡） 
B：植栽本数

（本） 
C：植栽基準 
（本/㎡） 

D：A×C 
標準植栽本数（本） 

駅前 
街区 

高木 
（大景木を含む） 

約 1,179 

59 0.08 95 
－36 

低木換算－216 本 

中木 114 0.16 189 
－75 

低木換算－225 本 

低木 1,400 0.48 566 ＋834 

北 
街区 

高木 
（大景木を含む） 

約 397 

22 0.08 32 
－10 

低木換算－60 本 

中木 37 0.16 64 
－27 

低木換算－81 本 

低木 500 0.48 191 +309 

注 1：緑化地面積には、屋上緑化面積を含む。 

注 2：標準植栽本数は、端数分が不足とならないよう、小数第 1 位を切り上げた数字とした。 
注 3：B：植栽本数（本）には大景木の単独植栽を含まないため、第 1 章 4 (6) 表 1－10（45 ページ）の植栽予定本数とは一致しな

い。 

 

（イ）環境保全のための措置 

本事業では、緑の適切な回復育成の観点から、次のような措置を講ずる。 

・「川崎市緑の基本計画」及び「川崎市緑化指針」を踏まえ、緑豊かな空間の創出、

四季の楽しみの創出を図る。 

・緑の構成を考慮し、大景木・高木・中木・低木・地被類を適切に組み合わせると

ともに、屋上緑化、壁面緑化、接道部緑化及び生け垣植栽を配置し、一部の既存

樹木とともに多様な緑を創出する。 

（ウ）評 価 

本事業における緑被率（計画地面積に占める緑被面積（緑化面積）の割合）は、計

画地全体で約 15.23％（約 3,432 ㎡）であり、目標値である計画地全体の「15.0％以

上」を満足すると予測する。また、街区ごとの緑化面積率（敷地面積に対する緑化面

積の割合）は、駅前街区で約 23.26％（約 2,599 ㎡）、北街区で約 22.63％（約 833 ㎡）

であり、参考とした敷地面積の「10％以上」を満足すると予測する。 

緑化計画における植栽本数は、高木及び中木を低木に換算することによって、緑の

量的水準（標準植栽本数）を満足すると予測する。 

本事業においては、緑の構成を考慮し、大景木・高木・中木・低木・地被類を適切

に組み合わせるとともに、屋上緑化、壁面緑化、接道部緑化及び生け垣植栽を配置し、

一部の既存樹木とともに多様な緑を創出するなどの環境保全のための措置を講ずる。 

以上のことから、緑の現状を活かし、かつ、回復育成が図られるものと評価する。 
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６ 景 観 

６．１ 景 観、圧迫感 

計画地周辺地域における地域景観の特性等を調査し、本事業の計画建物による主要な

景観構成要素の改変の程度及び地域景観の特性の変化の程度、代表的な眺望地点からの

眺望の変化の程度、並びに圧迫感の変化の程度について、予測及び評価した。 

 

（１）現況調査 

ア 調査項目 

計画地周辺地域における地域景観の特性等を把握し、予測及び評価を行うための資料

を得ることを目的として、以下に示す項目について調査した。 

（ア）地域景観の特性 

主要な景観構成要素（建築物、道路、橋りょう、樹林地、農地、海、河川、指定

文化財等）及びこれらの構成要素が一体として有している特性 

（イ）代表的な眺望地点からの景観 

代表的な眺望地点の位置及び分布状況、眺望地点からの景観の特徴、眺望領域 

（ウ）圧迫感の状況 

既存建築物等から受ける圧迫感の状況 

（エ）土地利用の状況 

（オ）関係法令等による基準等 

 

イ 調査地域・調査地点 

（ア）地域景観の特性 

調査地域は、計画地周辺地域とした。 

（イ）代表的な眺望地点からの景観 

調査地域は、計画地周辺地域とした。 

代表的な眺望地点は、本事業の実施に伴い景観が変化すると想定される計画地周辺

地域のうち、人が集まりやすく、利用頻度の高い地点、計画地が比較的広範囲に見渡

せる場所などを考慮した。また、調査地域は起伏に富んだ地形を呈し、土地利用も集

合住宅や戸建住宅が分布し、道路上や公園等の眺望地点からは計画建物が見えにくく、

遠景域からは計画建物を眺望できないことから、近景域（建築物等の細部や色彩がよ

くわかる範囲）、中景域（建築物等の全体や大きさがよくわかる範囲）とした。 

（ウ）圧迫感の状況 

圧迫感の調査地点は、図 5.6.1－2（552 ページ）に示すとおりである。 

計画地及びその周辺地域における既存建築物等から受ける圧迫感の状況を把握し、

工事完了時における圧迫感の変化について把握できる地点として、計画地境界付近の

4 地点を選定した。 

（エ）土地利用の状況 

調査地域は、計画地周辺地域とした。 
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ウ 調査時期 

（ア）地域景観の特性及び代表的な眺望地点からの景観 

令和 4 年 7 月 10 日（日曜日：晴れ） 

（イ）圧迫感の状況 

令和 4 年 7 月 10 日（日曜日：晴れ） 

 

エ 調査方法 

（ア）地域景観の特性 

a 既存資料調査 

以下に示す既存資料を収集、整理することにより、計画地周辺地域における地

域景観の特性を把握した。 

・「地形図」 

・「土地利用現況図（宮前区）平成 27 年度 川崎市都市計画基礎調査」 

・「住宅地図」 

・「航空写真」 

b 現地調査 

既存資料では十分に把握できない地域景観の特性について、現地踏査により把

握した。 

（イ）代表的な眺望地点からの景観 

近景、中景など代表的な眺望地点と思われる 23 地点で写真撮影を行った。撮影条

件は表 5.6.1－1 に示すとおりである。 

 

表 5.6.1－1 代表的な眺望地点からの写真撮影条件 

撮影日 使用カメラ 使用レンズ 水平画角 撮影高さ 

令和 4 年 7 月 
10 日 

NIKON 
D5300 

NIKKOR18-55mm1:3.5-5.6G 
(18mm 使用：35mm 判フィルム

カメラ換算で 27mm) 
約 63.8° 地上 1.5m 

 

（ウ）圧迫感の状況 

撮影条件は表 5.6.1－2 に示すとおりである。 

調査地点において天空写真を撮影し、圧迫感の指標の一つである形態率を求める

方法によった。形態率は、「水平面立体角投射率」と定義され、魚眼レンズ等で天空

写真を撮影した時の写真内に占める面積比（％）として表される。 

 

表 5.6.1－2 圧迫感調査地点からの写真撮影条件 

撮影日 使用カメラ 使用レンズ 撮影高さ 

令和 4 年 7 月 10 日 
RICOH 

THEATA 

THEATA SC  
2.0 ㎜ 全天球カメラ 

F2.0 
地上 1.5m 
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（エ）土地利用の状況 

以下に示す既存資料を収集、整理することにより、計画地周辺地域における土地

利用の状況を把握した。 

・「土地利用現況図（宮前区）（平成 27 年度 川崎市都市計画基礎調査）」 

・「川崎都市計画図（宮前区）」 

（オ）関係法令等による基準等 

以下に示す関係法令等の内容を整理することにより、関係法令等による基準等を

把握した。 

・「景観法」 

・「川崎市都市景観条例」 

・「川崎市景観計画」 

・「地域環境管理計画」に定められる地域別環境保全水準 

 

オ 調査結果 

（ア）地域景観の特性 

計画地及び計画地周辺地域の景観特性としては、計画地北西側に東急田園都市線の

線路や鷺沼駅が接しており、北側に業務施設、東側に商業施設が存在している。計画

地周辺地域は、市道久末鷺沼線に沿って北側に向って高台となっており、低層、中高

層集合住宅や商業施設等が存在し、低層～高層集合住宅、業務施設、商業施設、運輸

施設、鷺沼橋、道路等といった景観構成要素が一体となった市街地景観が形成されて

いる。また、計画地は下末吉台地に位置し、ほぼ平坦な地形である。 

 

（イ）代表的な眺望地点からの景観 

a 代表的な眺望地点 

眺望地点の位置は図 5.6.1－1(1)・(2)に、各眺望地点の状況は写真 5.6.1－1(1)～

(3)に示すとおりである。 

これらの眺望地点から、表 5.6.1－3(1)・(2)に示すとおり、計画地周辺地域の 10

地点（近景域 5 地点、中景域 5 地点）を代表的な眺望地点として選定した。 
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表 5.6.1－3(1) 代表的な眺望地点の選定結果（近景域） 

調査地点 
（所在地） 

代表的な眺望地点として 
選定又は選定しない理由 

選定 
結果 

調査地点 
の標高 

計画地中心 
からの距離 

1 

計画地北東側 
道路上 

（市道小台 23
号線） 

計画地を近景領域で北東方向より眺望する地点であり、鷺沼

駅への通勤・通学等、駅周辺の商業施設への買い物等に利用さ

れており、高低差のある市道小台 23 号線上より、計画建物が

容易に見渡されると予想されるため代表的な眺望地点として

選定した。 

○ 約 62m 約 160m 

2 小台西公園 

小台西公園は近景領域で計画地の北東方向に位置している

が、計画建物は公園の樹木や住宅等に遮られて上部が少し見え

るだけと想定されるため代表的な眺望地点として選定しなか

った。 

－ 約 58m 約 360m 

3 

計画地南東側 
道路上 

（鷺沼交番前交

差点） 

計画地を近景領域で南東方向より眺望する地点であり、鷺沼

駅への通勤・通学等、駅周辺の商業施設への買い物等に利用さ

れており、高低差はなく市道久末鷺沼線上より、計画建物が容

易に見渡されると予想されるため代表的な眺望地点として選

定した。 

○ 約 70m 約 150m 

4 
計画地南側 

道路上 
（市道鷺沼線） 

計画地を近景領域で南西方向より眺望する地点であり、鷺沼

駅への通勤・通学等、駅周辺の商業施設への買い物等に利用さ

れており、高低差のある市道鷺沼線上より、計画建物が容易に

見渡されると予想されるため代表的な眺望地点として選定し

た。 

○ 約 70m 約 140m 

5 鷺沼第 1 公園 
鷺沼第 1 公園は近景領域で計画地の南西方向に位置している

が、計画建物は公園の樹木や住宅等に遮られてほとんど見えな

いと想定されるため代表的な眺望地点として選定しなかった。 
－ 約 72m 約 280m 

6 

計画地北西側 
道路上 

（市道久末鷺沼

線） 

計画地を近景領域で北西方向より眺望する地点であり、鷺沼

駅への通勤・通学等、駅周辺の商業施設への買い物等に利用さ

れており、高低差はなく市道久末鷺沼線上より、計画建物が容

易に見渡されると予想されるため代表的な眺望地点として選

定した。 

○ 約 65m 約 100m 

7 
鷺沼ふれあい 

広場 

計画地を近景領域で北方向より眺望する地点であり、地域住

民の利用度や滞留度が高い広場であり、計画建物が見渡される

と予想されるため代表的な眺望地点として選定した。 
○ 約 62m 約 350m 

8 有馬 1 丁目公園 
有馬 1 丁目公園は近景領域で計画地の東方向に位置している

が、計画建物は公園の樹木や住宅等に遮られてほとんど見えな

いと想定されるため代表的な眺望地点として選定しなかった。 
－ 約 64m 約 280m 

9 
昭和大学鷺沼校

地東側道路上 

昭和大学鷺沼校地東側道路上は近景領域で計画地の北西向

に位置しているが、計画建物は中層住宅等に遮られてほとんど

見えないと想定されるため代表的な眺望地点として選定しな

かった。 

－ 約 71m 約 250m 

10 土橋南公園 
土橋南公園は近景領域で計画地の北方向に位置しているが、

計画建物は公園の樹木や住宅等に遮られてほとんど見えない

と想定されるため代表的な眺望地点として選定しなかった。 
－ 約 65m 約 390m 

注 1：景域の区分については、「新体系土木工学 59 土木景観計画」（1982 年、技法堂出版）及び「道路環境影響評価の技術手法

（平成 24 年度版）」（平成 25 年、国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所）より、近景域…500m 程

度以内、中景域…500m～3km 程度、遠景域…3km 程度以遠とした。なお、遠景域については、調査地域は起伏に富んだ地

形を呈し、土地利用も集合住宅や戸建住宅が分布し、道路上や公園等の眺望地点からは計画建物が見えにくく、眺望景観へ

の影響が小さいことから、調査の対象範囲としなかった。 
注 2：表中の番号は、図 5.6.1－1(1)・(2)の地点番号と対応する。 
注 3：選定結果の欄は、代表的な眺望地点として選定した地点を○、選定しなかった地点を－で示した。 
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表 5.6.1－3(2) 代表的な眺望地点の選定結果（中景域） 

調査地点 
（所在地） 

代表的な眺望地点として 
選定又は選定しない理由 

選定 
結果 

調査地点 
の標高 

計画地中心 
からの距離 

11 
宮崎小学校 
南側道路上 

宮崎小学校は中景領域で計画地の東方向に位置しているが、

計画建物は道路や住宅等に遮られてほとんど見えないと想定

されるため代表的な眺望地点として選定しなかった。 
－ 約 52m 約 1180m 

12 有馬中央公園 
計画地を中景領域で南東方向より眺望する地点であり、地域

住民の利用度や滞留度が高い公園であり、計画建物が見渡され

ると予想されるため代表的な眺望地点として選定した。 
○ 約 57m 約 730m 

13 有馬さくら公園 
計画地を中景領域で南西方向より眺望する地点であり、地域

住民の利用度や滞留度が高い公園であり、計画建物が見渡され

ると予想されるため代表的な眺望地点として選定した。 
○ 約 61m 約 760m 

14 鷺沼公園 
計画地を中景領域で西方向より眺望する地点であり、地域住

民の利用度や滞留度が高い公園であり、計画建物が見渡される

と予想されるため代表的な眺望地点として選定した。 
○ 約 71m 約 660m 

15 
昭和大学鷺沼校

地北側道路上 

計画地を中景領域で北西方向より眺望する地点であり、高低

差のある昭和大学鷺沼校地越しに計画建物が見渡されると予

想されるため代表的な眺望地点として選定した。 
○ 約 70m 約 500m 

16 土橋太田公園 
土橋太田公園は中景領域で計画地の北方向に位置している

が、計画建物は公園の樹木や住宅等に遮られてほとんど見えな

いと想定されるため代表的な眺望地点として選定しなかった。 
－ 約 48m 約 910m 

17 

富士見台小学校

西側道路上（富

士見台小学校前

交差点） 

計画地を中景領域で北東方向より眺望する地点であり、高低

差のある南西方向の道路越しに計画建物が見渡されると予想

されるため代表的な眺望地点として選定した。 
○ 約 63m 約 1080m 

18 宮崎第 1 公園 
宮崎第 1 公園は中景領域で計画地の北東方向に位置している

が、計画建物は公園の樹木等に遮られてほとんど見えないと想

定されるため代表的な眺望地点として選定しなかった。 
－ 約 47m 約 1900m 

19 有馬小学校 
有馬小学校は中景領域で計画地の南東方向に位置している

が、計画建物は学校の樹木等に遮られてほとんど見えないと想

定されるため代表的な眺望地点として選定しなかった。 
－ 約 38m 約 1990m 

20 有馬梅林公園 
有馬梅林公園は中景領域で計画地の南方向に位置している

が、計画建物は公園の樹木や住宅等に遮られてほとんど見えな

いと想定されるため代表的な眺望地点として選定しなかった。 
－ 約 53m 約 1170m 

21 
たまプラーザ駅

南口 

たまプラーザ駅南口は中景領域で計画地の西方向に位置し

ているが、計画建物は住宅等の建築物に遮られてほとんど見え

ないと想定されるため代表的な眺望地点として選定しなかっ

た。 

－ 約 46m 約 1380m 

22 菅生緑地 
菅生緑地は中景領域で計画地の北西方向に位置しているが、

計画建物は緑地の樹木等に遮られてほとんど見えないと想定

されるため代表的な眺望地点として選定しなかった。 
－ 約 77m 約 2220m 

23 南平台住宅 
南平台住宅は中景領域で計画地の北方向に位置しているが、

計画建物は住宅等の建築物に遮られてほとんど見えないと想

定されるため代表的な眺望地点として選定しなかった。 
－ 約 73m 約 1350m 

注 1：景域の区分については、「新体系土木工学 59 土木景観計画」（1982 年、技法堂出版）及び「道路環境影響評価の技術手法

（平成 24 年度版）」（平成 25 年、国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人土木研究所）より、近景域…500m 程

度以内、中景域…500m～3km 程度、遠景域…3km 程度以遠とした。なお、遠景域については、調査地域は起伏に富んだ地

形を呈し、土地利用も集合住宅や戸建住宅が分布し、道路上や公園等の眺望地点からは計画建物が見えにくく、眺望景観へ

の影響が小さいことから、調査の対象範囲としなかった。 
注 2：表中の番号は、図 5.6.1－1(1)・(2)の地点番号と対応する。 
注 3：選定結果の欄は、代表的な眺望地点として選定した地点を○、選定しなかった地点を－で示した。 

  



546 

 

図 5.6.1－1 代表的な眺望地点からの景観調査地点位置図 
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№1 計画地北東側道路上（○） 

 

№2 小台西公園（－） 

 

№3 計画地南東側道路上（○） 

 

№4 計画地南側道路上（○） 

 

№5 鷺沼第 1 公園（－） 

 

№6 計画地北西側道路上（○） 

 

№7 鷺沼ふれあい広場（○） 

 

№8 有馬 1 丁目公園（－） 

 

注：代表的な眺望地点として選定した地点を(○)、選定しなかった地点を(－)で示す。 

写真 5.6.1－1(1) 景観調査地点の眺望の状況（撮影日：令和 4 年 7 月 10 日） 
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№9 昭和大学鷺沼校地東側道路上（－） 

 

№10 土橋南公園（－） 

 

№11 宮崎小学校南側道路上（－） 

 

№12 有馬中央公園（○） 

 

№13 有馬さくら公園（○） 

 

№14 鷺沼公園（○） 

 

№15 昭和大学鷺沼校地北側道路上（○） 

 

№16 土橋太田公園（－） 

 

注：代表的な眺望地点として選定した地点を(○)、選定しなかった地点を(－)で示す。 

写真 5.6.1－1(2) 景観調査地点の眺望の状況（撮影日：令和 4 年 7 月 10 日） 
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№17 富士見台小学校西側道路上（○） 

 

№18 宮崎第 1 公園（－） 

 

№19 有馬小学校（－） 

 

№20 有馬梅林公園（－） 

 

№21 たまプラーザ駅南口（－） 

 

№22 菅生緑地（－） 

 

№23 南平台住宅（－） 

 

 

注：代表的な眺望地点として選定した地点を(○)、選定しなかった地点を(－)で示す。 

写真 5.6.1－1(3) 景観調査地点の眺望の状況（撮影日：令和 4 年 7 月 10 日） 
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b 代表的な眺望地点からの景観の状況 

選定した 10 地点における代表的な眺望地点からの景観の状況は、表 5.6.1－4に

示すとおりである。 

 

表 5.6.1－4 代表的な眺望地点からの景観の状況 

 
地点 
番号 

代表的な眺望地点 
（所在地） 

景観の状況 

近 
景 
域 

1 計画地北東側道路上 

（市道小台 23 号線） 

計画地北東側に位置する市道小台 23 号線からの景観である。市道

小台 23 号線沿いに集合住宅及び駐輪場、その背後に計画地及び既存

の建物が正面に存在し、駐輪場と業務施設が混在する景観となってい

る。 

3 計画地南東側道路上 

（鷺沼交番前交差点） 

計画地南東側に位置する鷺沼交番前交差点からの景観である。既存

の商業施設が正面に存在し、商業施設と中層住宅が混在する景観とな

っている。 

4 計画地南側道路上 

（市道鷺沼線） 

計画地南側に位置する市道鷺沼線の交差点からの景観である。既存

の商業施設が正面に存在し、商業施設と店舗等が混在する景観となっ

ている。 

6 計画地北西側道路上 

（市道久末鷺沼線） 

計画地の北西側に位置する市道久末鷺沼線からの景観である。市道

久末鷺沼線の左側に既存の業務施設、右側に鷺沼駅となっており、そ

の遠方に中層住宅を眺望する市街地景観となっている。 

7 鷺沼ふれあい広場 

計画地の北側約 350ｍに位置する鷺沼ふれあい広場からの景観であ

る。園地を前景とする開放的な景観であり、鷺沼駅周辺の中層建築物

を眺望する市街地景観となっている。 

中 
景 
域 

12 有馬中央公園 
計画地の南東側約 730ｍに位置する有馬中央公園からの景観であ

る。園地を前景とする開放的な景観であり、公園の樹木越しに、既存

の低層住宅を眺望する景観となっている。 

13 有馬さくら公園 
計画地の南西側約 760ｍに位置する有馬さくら公園からの景観であ

る。園地を前景とする開放的な景観であり、既存の低層住宅越しに、

計画地周辺地域の中層建築物を眺望する市街地景観となっている。 

14 鷺沼公園 
計画地の西側約 660ｍに位置する鷺沼公園からの景観である。園地

を前景とする開放的な景観であり、既存の低層住宅越しに、計画地周

辺地域の中層建築物を眺望する市街地景観となっている。 

15 
昭和大学鷺沼校地北側

道路上 

計画地の北西側約 500ｍに位置する昭和大学鷺沼校地からの景観で

ある。既存の低層住宅越しに、計画地周辺地域の中層建築物を眺望す

る市街地景観となっている。 

17 
富士見台小学校西側道

路上（富士見台小学校

前交差点） 

計画地の北東側約 1,080ｍに位置する富士見台小学校西側からの景

観である。既存の低中層住宅越しに計画地周辺地域の中層建築物を眺

望する市街地景観となっている。 

（ウ）圧迫感の状況 

図 5.6.1－2 に示す圧迫感の調査地点において撮影した天空写真は、写真 5.6.1－12

～写真 5.6.1－15（572～575 ページ）の各上段の写真に、現況の形態率は、表 5.6.1

－5 に示すとおりである。 

計画地及びその周辺地域の既存建物による形態率（現況）は、地点 A で 41.5％、

地点 B で 47.0％、地点 C で 53.0％、地点 D で 62.8％である。 

表 5.6.1－5 計画地及びその周辺地域の既存建築物による形態率（現況） 

圧迫感調査地点 形態率（現況） 
地点Ａ（計画地北西側境界付近） 41.5％ 
地点Ｂ（計画地北東側境界付近） 47.0％ 
地点Ｃ（計画地東側境界付近） 53.0％ 
地点Ｄ（計画地南西側境界付近） 62.8％ 
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図 5.6.1－2 圧迫感調査地点位置図 
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（エ）土地利用の状況 

計画地及びその周辺地域の土地利用の状況及び用途地域の指定状況は、第 3 章 1 

(6)イ「土地利用現況」（192 ページ）に示すとおりである。 

 

（オ）関係法令等による基準等 

a 景観法 

この法律は、我が国の都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するた

め、景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある

国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実

現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与

することを目的としている（第 1 条）。 

また、景観計画区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじ

め、国土交通省令（第四号に掲げる行為にあっては、景観行政団体の条例）で定め

るところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交

通省令で定める事項を景観行政団体の長に届け出なければならない（第 16 条第 1 

項）。 

一 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若し

くは模様替又は色彩の変更 

二 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若し

くは模様替又は色彩の変更 

三 都市計画法第四条第十二項に規定する開発行為その他政令で定める行為 

四 前三号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれのある

行為として景観計画に従い景観行政団体の条例で定める行為 

b 川崎市都市景観条例 

「川崎市都市景観条例」では、「景観法」に基づく景観計画の策定や行為の規制に

ついて必要な事項等を定めている。 

大規模建築物等の新築、増築、改築、移転、外観にかかる修繕もしくは模様替え

又は外観の色彩の変更を行おうとする者は、景観法第 16 条第 1 項に基づく届出が

必要であり、「川崎市景観計画」の良好な景観の形成に関する方針に配慮し、良好な

景観の形成に関する行為の制限に適合することが義務付けられている。 

なお、本事業は、当該届出が必要な行為に該当する。 

c 川崎市景観計画 

川崎市は、平成 19 年 12 月に「川崎市景観計画」を策定（平成 30 年 12 月改定）

し、川崎市全域を景観計画区域として定めている。 

計画地は、丘陵部ゾーンの都市系拠点「宮前平・鷺沼駅周辺地区」の範囲に該当

している。丘陵部ゾーンの景観形成方針、宮前平・鷺沼駅周辺地区の景観形成方針

は以下のとおりである。 

【丘陵部ゾーンの景観形成方針】 

・坂や丘などの起伏に富んだ地形を活かした地域らしさが感じられる景観 

・都市近郊に残る大規模な農地や丘陵の豊かな緑が調和した田園景観 
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・潤いや親しみがある中にも秩序のある景観 

・丘陵部の緑に映える、緑豊かで落ち着きを感じる景観・地形の変化を活かし 

た緑化による遠景、中景を意識した丘陵部が際立つ緑の景観 

・生産緑地などの緑を維持保全し、緑と調和した街なみ景観 

・農地と住宅が混在する場所では、農地の潤いを活かした景観 

・商店街では、親しみやすく賑わいがある中にも、秩序ある景観 

・道路や河川をはじめとした公共空間の利活用の取組を活かした賑わいと活気 

のある景観 

【都市系拠点（宮前平・鷺沼駅周辺地区）の景観形成方針】 

・駅を中心とした多様な都市機能集積と交通結節機能の強化により地域生活拠

点にふさわしい核となる景観の形成をめざします 

・駅近辺の都市的な商業地と近接する緑豊かで計画的に整備された良好な住宅

地が調和した魅力ある景観の形成をめざします。 

・地形の高低差が作り出す変化や坂道などの特性を活かした景観の形成をめざ

します。 

d 「地域環境管理計画」に定められる地域別環境保全水準 

「地域環境管理計画」では、地域別環境保全水準として、景観については「周辺

環境と調和を保つこと。又は、魅力ある都市景観の形成を図ること。」と、圧迫感に

ついては「生活環境の保全に支障がないこと。」と定めている。 

 

（２）環境保全目標 

ア 主要な景観構成要素の改変の程度及び地域景観の特性の変化の程度 

環境保全目標は、「地域環境管理計画」の地域別環境保全水準を参考に、「周辺環境と

の調和を保つこと。」と設定した。 

イ 代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度 

環境保全目標は、「地域環境管理計画」の地域別環境保全水準を参考に、「周辺環境と

の調和を保つこと。」と設定した。 

ウ 圧迫感の程度 

環境保全目標は、地域環境管理計画の地域別環境保全水準に基づき、「生活環境の保

全に支障のないこと。」と設定した。 
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（３）予測、環境保全のための措置及び評価 

  ア 主要な景観構成要素の改変の程度及び地域景観の特性の変化の程度 

（ア）予 測 

ａ 予測項目 

予測項目は、主要な景観構成要素の改変の程度及び地域景観の特性の変化の程度

について予測した。 

    ｂ 予測方法等 

（a）予測地域 

予測地域は、計画地及びその周辺地域とした。 

（b）予測時期 

予測時期は、計画建物等の工事が完了した時期とした。 

（c）予測条件・予測方法 

      ①予測条件 

ⅰ 土地利用計画 

土地利用計画は第 1 章 4（4）「土地利用計画」（14 ページ）に示すとお

りである。 

ⅱ 建築計画 

建築計画は第 1 章 4（5）ア「計画概要」（16 ページ）に示すとおりであ

る。 

ⅲ 緑化計画 

緑化計画については、第 1 章 4（6）ア「緑化計画」（44 ページ）に示す

とおりである。 

② 予測方法 

計画地及びその周辺地域の土地利用状況と事業計画（土地利用計画、建築計

画、緑化計画）を対比し、鳥瞰図等を参考に計画地及びその周辺地域の主要な

景観構成要素の改変の程度及び地域景観の特性の変化の程度を定性的に検討

する方法とした。 

ｃ 予測結果 

計画地及びその周辺地域は、低層～高層集合住宅、業務施設、商業施設、運輸施

設、鷺沼橋、道路等が主要な景観構成要素となっている。また、地域景観の特性と

しては、計画地は北西側に東急田園都市線の線路や鷺沼駅が接しており、北側に業

務施設、東側に商業施設が存在している。計画地周辺地域は、市道久末鷺沼線に沿

って北側に向って高台となっており、低層、中高層集合住宅や商業施設等が混在し

た市街地景観が形成されている。 

こうした地域景観の特性のもと、図 5.6.1－3 に示す駅前街区 37 階、北街区 20 階

建ての計画建物が新たに出現するが、計画地周辺に分布している中高層集合住宅等

と同様な景観構成要素が加わり、低層～高層集合住宅、業務施設、商業施設、運輸

施設、鷺沼橋、道路等といった主要な景観構成要素の改変はなく、地域景観と一体

となった市街地景観が形成されることから、地域景観の特性の変化の程度は小さい

と予測する。  
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注 1：計画地南東側上空からの鳥瞰図。 
注 2：計画建物の色彩等詳細については、今後変更の可能性がある。 

図 5.6.1－3 計画地及びその周辺地域の鳥瞰図 

（イ）環境保全のための措置 

本事業では、周辺環境との調和の観点から、次のような措置を講ずる。 

・計画地外周部などについて、可能な限り緑化地を確保し、接道部緑化、生け垣緑

化、大景木植栽等により、緑のある街並み景観の形成を図る。 

・計画建物の壁面の色は川崎市都市景観条例、川崎市景観計画等に示される色彩を

採用して周辺と調和した景観の形成を図る。 
（ウ）評 価 

計画地及びその周辺地域は、低層～高層集合住宅、業務施設、商業施設、運輸施設、

鷺沼橋、道路等が主要な景観構成要素となっている。また、地域景観の特性としては、

計画地は北西側に東急田園都市線の線路や鷺沼駅が接しており、北側に業務施設、東

側に商業施設が存在し、計画地周辺地域は、低層、中高層集合住宅や商業施設等が混

在した市街地景観が形成されている。 

こうした地域景観の特性のもと、駅前街区 37 階、北街区 20 階建ての計画建物が新

たに出現するが、計画地周辺に分布している中高層集合住宅等と同様な景観構成要素

が加わり、低層～高層集合住宅、業務施設、商業施設、運輸施設、鷺沼橋、道路等と

いった主要な景観構成要素の改変はなく、地域景観と一体となった市街地景観が形成

されることから、地域景観の特性の変化の程度は小さいと予測する。 

本事業の実施にあたっては、計画地外周部などについて、可能な限り緑化地を確保

し、接道部緑化、生け垣緑化、大景木植栽等により、緑のある街並み景観の形成を図

る。また、計画建物の壁面の色は川崎市都市景観条例、川崎市景観計画等に示される

色彩を採用して周辺と調和した景観の形成を図るなど、環境保全のための措置を講ず

る。 

   以上のことから、周辺環境と調和が保たれるものと評価する。  
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イ 代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度 

（ア）予 測 

ａ 予測項目 

予測項目は、計画建物の建設等による代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度

について予測した。 

    ｂ 予測方法等 

（a）予測地域・予測地点 

予測地域は、現地調査の地域とした。 

予測地点は、代表的な眺望地点である 10 地点とした。 

（b）予測時期 

予測時期は、計画建物等の工事が完了した時期とした。 

（c）予測条件・予測方法 

①予測条件 

ⅰ 計画建物 

建築計画は第 1 章 4（5）ア「計画概要」（16 ページ）に示すとおりであ

る。 

なお、計画建物の外観については、意匠、素材、色彩等の詳細計画が決定

していないため、現在想定している基本プランとした。なお、ガードレール

等、詳細が未定の施設については、予測条件から除外した。 

ⅱ 緑化計画 

緑化計画については、第 1 章 4（6）ア「緑化計画」（44 ページ）に示す

とおりである。 

②予測方法 

現況の眺望状況写真に計画建物のパース図（完成予想図）を重ね合わせるフ

ォトモンタージュ法を用いた。 

c 予測結果 

本事業の実施に伴う、代表的な眺望地点からの眺望の変化の程度については、表

5.6.1－6 及び写真 5.6.1－2～11 に示すとおりである。 

本事業の実施により、近景域からの眺望については、緑化地を設けることにより、

周辺建物と一体感を持った新たな市街地景観が形成されると予測する。 

中景域からの眺望については、計画建物が出現し、眺望の状況は変化するが、鷺

沼駅前地区を象徴するランドマークとなり、周辺建物と一体感を持った新たな市街

地景観が形成されると予測する。 
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表 5.6.1－6 代表的な眺望地点からの景観の変化の程度  

 
地点 
番号 

代表的な眺望地点 景観の変化の程度 

近 
景 
域 

1 
計画地北東側道路上 

（市道小台 23 号線） 

 市道小台 23 号線沿いの駐輪場の背後に計画建物の北

側が出現し、眺望の状況は変化するが、周辺建物と一体

感を持った近代的な市街地景観が形成されると予測す

る。 

3 
計画地南東側道路上 

（鷺沼交番前交差点） 

 交差点の先に計画建物の東側が出現し、眺望の状況は

変化するが、計画地駅前街区接道部に常緑広葉樹の大景

木や高木及び壁面緑化等を組み合わせた緑化地を設け

ることにより、周辺建物と一体感を持った市街地景観が

形成されると予測する。 

4 
計画地南側道路上 

（市道鷺沼線） 

 既存の店舗等の背後に計画建物の南側低層部が出現

し、眺望の状況は変化するが、計画地駅前街区に屋上緑

化及び壁面緑化等を組み合わせた緑化地を設けること

により、鷺沼駅周辺の街路樹や店舗等と一体感を持った

新たな市街地景観が形成されると予測する。 

6 
計画地北西側道路上 

（市道久末鷺沼線） 

 鷺沼橋の先に計画建物の低層部が出現し、眺望の状況

は変化するが、計画地各街区間の接道部に大景木や高木

を組み合わせた緑化地を設けることにより、鷺沼駅の建

物と一体感を持った新たな市街地景観が形成されると

予測する。 

7 鷺沼ふれあい広場 

中層建築物の間に計画建物の北側上部が出現し、眺望

の状況は変化するが、鷺沼駅前地区を象徴するランドマ

ークとなり、周辺建物と一体感を持った新たな市街地景

観が形成されると予測する。 

中 
景 
域 

12 有馬中央公園 
公園の樹木の間に計画建物の南側上部が出現するが、

眺望への影響は少なく、眺望の状況の変化は、ほとんど

ないと予測する。 

13 有馬さくら公園 

既存の低層住宅及び中層建築物の背後に計画建物の

西側上部が出現し、眺望の状況は変化するが、鷺沼駅前

地区を象徴するランドマークとなり、公園樹木越しに周

辺建物と一体感を持った新たな市街地景観が形成され

ると予測する。 

14 鷺沼公園 

既存の低層住宅及び中層建築物の背後に計画建物の

西側上部が出現し、眺望の状況は変化するが、鷺沼駅前

地区を象徴するランドマークとなり、公園樹木越しに周

辺建物と一体感を持った新たな市街地景観が形成され

ると予測する。 

15 昭和大学鷺沼校地北側道路上 

既存の低層住宅及び中層建築物の背後に計画建物の

北側上部が出現し、眺望の状況は変化するが、鷺沼駅前

地区を象徴するランドマークとなり、緑地や樹林越しに

周辺建物と一体感を持った新たな市街地景観が形成さ

れると予測する。 

17 
富士見台小学校西側道路上 

（富士見台小学校前交差点） 

既存の低中層住宅及び中層建築物の背後に計画建物

の東側上部が出現し、眺望の状況は変化するが、鷺沼駅

前地区を象徴するランドマークとなり、周辺建物と一体

感を持った、新たなスカイラインを形成した市街地景観

が形成されると予測する。 
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○現 況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○完了時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：計画建物の色彩等詳細については、今後変更の可能性がある。 

写真 5.6.1－2 No.1 計画地北東側道路上  

（
駅
前
街
区
） 

（北街区） 

計画建物 
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○現 況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○完了時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：計画建物の色彩等詳細については、今後変更の可能性がある。 

写真 5.6.1－3  No.3 計画地南東側道路上  

計画建物 

（駅前街区） 

（
北
街
区
） 
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○現 況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○完了時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：計画建物の色彩及び道路線形等詳細については、 

今後変更の可能性がある。 

写真 5.6.1－4 No.4 計画地南側道路上  

計画建物 

（駅前街区） 
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○現 況 
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注：計画建物の色彩等詳細については、今後変更の可能性がある。 

写真 5.6.1－5 No.6 計画地北西側道路上  

計画建物 
（駅前街区） （北街区） 
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○現 況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○完了時 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：計画建物の色彩等詳細については、今後変更の可能性がある。 

写真 5.6.1－6 No.7 鷺沼ふれあい広場  

計画建物 

（駅前街区） 
（北街区） 
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○現 況 
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注：計画建物の色彩等詳細については、今後変更の可能性がある。 

写真 5.6.1－7 No.12 有馬中央公園  

計画建物 
（駅前街区） 
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○現 況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○完了時 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：計画建物の色彩等詳細については、今後変更の可能性がある。 

写真 5.6.1－8 No.13 有馬さくら公園  

計画建物 

（駅前街区） （北街区） 
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○現 況 
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注：計画建物の色彩等詳細については、今後変更の可能性がある。 

写真 5.6.1－9 No.14 鷺沼公園  

計画建物 

（駅前街区） （北街区） 
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○現 況 
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注：計画建物の色彩等詳細については、今後変更の可能性がある。 

写真 5.6.1－10 No.15 昭和大学鷺沼校地北側道路上  

計画建物 
（駅前街区） 

（北街区） 
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○現 況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○完了時 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：計画建物の色彩等詳細については、今後変更の可能性がある。 

写真 5.6.1－11 No.17 富士見台小学校西側道路上 

計画建物 

（駅前街区） 

（北街区） 
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（イ）環境保全のための措置 

本事業では、周辺環境との調和の観点から、次のような措置を講ずる。 

・計画地外周部などについて、可能な限り緑化地を確保し、接道部緑化、生け垣緑

化、大景木植栽等により、緑のある街並み景観の形成を図る。 

・計画建物の壁面の色は川崎市都市景観条例、川崎市景観計画に示される色彩等を

採用して周辺と調和した景観の形成を図る。 

 

（ウ）評 価 

本事業の実施により、近景域からの眺望については、緑化地を設けることにより、

周辺建物と一体感を持った新たな市街地景観が形成されると予測する。 

中景域からの眺望については、計画建物が出現し、眺望の状況は変化するが、鷺沼

駅前地区を象徴するランドマークとなり、周辺建物と一体感を持った新たな市街地景

観が形成されると予測する。 

本事業の実施にあたっては、計画建物の壁面の色は川崎市都市景観条例、川崎市景

観計画に示される色彩等を採用して周辺と調和した景観の形成を図るなど、環境保全

のための措置を講ずる。 

以上のことから、周辺環境と調和が保たれるものと評価する。 
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ウ 圧迫感の程度 

（ア）予 測 

ａ 予測項目 

予測項目は、計画建物の建設による圧迫感の変化の程度について予測した。 

    ｂ 予測方法等 

（a）予測地点 

予測地域は、現地調査の地域とした。 

（b）予測時期 

予測時期は、計画建物等の工事が完了した時期とした。 

（c）予測条件・予測方法 

①予測条件 

ⅰ 計画建物 

建築計画は第 1 章 4（5）ア「計画概要」（16 ページ）に示すとおりであ

る。 

なお、計画建物の外観については、意匠、素材、色彩等の詳細計画が決定

していないため、現在想定している基本プランとした。 

ⅱ 緑化計画 

緑化計画については、第 1 章 4（6）ア「緑化計画」（44 ページ）に示す

とおりである。 

②予測方法 

現況の天空写真に計画建物を投影させ、形態率の変化を算定した。 
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ｃ 予測結果 

計画建物の完成予想図を合成した天空写真は写真 5.6.1－12～写真 5.6.1－15

（各下段の写真）に、形態率の変化は、表 5.6.1－7 に示すとおりである。 

地点 A（計画地北西側側境界付近）における現況の形態率は 41.5％であり、工

事完了時の形態率は 50.4％となり、このうち計画建物による形態率は 28.5％と予

測する。工事完了時の形態率は、既存の業務施設及び交通広場が計画建物に置き

換わることにより計画地内で 8.8％、合計で 8.9％増加すると予測する。 

地点 B（計画地北東側境界付近）における現況の形態率は 47.0％であり、工事

完了時の形態率は 67.1％となり、このうち計画建物による形態率は 36.7％と予測

する。工事完了時の形態率は、既存の業務施設及び交通広場が高層棟に置き換わ

ることにより計画地内で 23.6％、合計で 20.1％増加すると予測する。 

地点 C（計画地東側境界付近）における現況の形態率は 53.2％であり、工事完

了時の形態率は 56.0％となり、このうち計画建物による形態率は 5.5％と予測す

る。工事完了時の形態率は、既存の商業施設が計画建物に置き換わることにより

計画地内で 3.0％、合計で 2.8％増加すると予測する。 

地点 D（計画地南西側境界付近）における現況の形態率は 62.8％であり、工事

完了時の形態率は 83.0％となり、このうち計画建物による形態率は 32.3％と予測

する。工事完了時の形態率は、既存の商業施設が高層棟に置き換わることにより

計画地内で 22.9％、合計で 20.2％増加すると予測する。 

いずれも工事完了時の形態率は増加し、圧迫感を感じやすくなると予測する。 

 

表 5.6.1－7 計画地及びその周辺地域の形態率の変化 

調査地点 

形態率（％） 

現 況 工事完了時 変化量 

計画 

地内 

計画 

地外 
合計 

計画 

地内 

計画 

地外 
合計 

計画 

地内 
計画 

地外 
合計 

地点 A 
（計画地北西側 

境界付近） 

19.7 21.8 41.5 28.5 21.9 50.4 +8.8 +0.1 +8.9 

地点 B 
（計画地北東側 

境界付近） 

13.1 33.9 47.0 36.7 30.4 67.1 +23.6 -3.5 +20.1 

地点 C 
（計画地東側 
境界付近） 

2.5 50.7 53.2 5.5 50.5 56.0 +3.0 -0.2 +2.8 

地点 D 
（計画地南西側 

境界付近） 

9.4 53.4 62.8 32.3 50.7 83.0 +22.9 -2.7 +20.2 

注：計画地内の既存建物等の解体により、計画地外の建物が可視できることにより、工事完了時の計画地外の形態率が増

加する場合がある。また、計画建物の建設により、既存の計画地外の建物が可視できなくなり、計画地内の形態率に

含まれたことにより、工事完了時の計画地外の形態率が減少する場合がある。 
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○現 況 

 現況の形態率は 41.5％であ

り、そのうち計画地内の形態率

は 19.7％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○完了時 

 工 事 完 了 時 の 形 態 率 は

50.4％であり、そのうち計画地

内の形態率は 28.5％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真 5.6.1－12 地点 A：計画地北西側の天空写真 

  

 

（北街区） 

（駅前街区） 

計画建物 
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○現 況 

 現況の形態率は 47.0％であり、 

そのうち計画地内の形態率は 

13.1％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○完了時 

 工事完了時の形態率は 67.1％ 

であり、そのうち計画地内の形態率 

は 36.7％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真 5.6.1－13 地点 B：計画地北東側の天空写真  

 

（北街区） 

計画建物 

（駅前街区） 
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○現 況 

 現況の形態率は 53.2％であり、 

そのうち計画地内の形態率は 2.5％ 

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○完了時 

 工事完了時の形態率は 56.0％であり、 

そのうち計画地内の形態率は 5.5％で 

ある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真 5.6.1－14 地点 C：計画地東の天空写真 

  

（
駅
前
街
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計
画
建
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○現 況 

 現況の形態率は 62.8％であ

り、そのうち計画地内の形態

率は 9.4％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○完了時 

 工事完了時の形態率は

83.0％であり、そのうち計

画地内の形態率は 32.3％

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真 5.6.1－15 地点 D：計画地南西側の天空写真 

  

計画建物 

（駅前街区） 
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（イ）環境保全のための措置 

本事業では、計画建物の出現が生活環境の保全に支障がないようにするために、次

のような措置を講ずる。 

・計画地外周部については、道路沿いに歩道状空地を確保するとともに、計画建物

の壁面位置と道路との離隔を可能な限り確保し、計画建物による圧迫感の低減に

努める。 

・計画地外周部には、可能な限り緑化地を確保し、樹種、高さ等に配慮し、圧迫感

の低減を図る。 

・建物形状は、巨大な壁面とならないよう意匠、デザイン等に配慮する。 

 

（ウ）評 価 

圧迫感の変化の程度については、工事完了時の形態率は本事業の計画建物が出現す

ることにより、地点 A では変化量 8.9％、地点 B では変化量 20.1％、地点 C では変化

量 2.8％、地点 D では変化量 20.2％と全ての地点で増加と予測した。いずれも工事完

了時の形態率は増加し、圧迫感を感じやすくなると予測する。 

本事業の実施にあたっては、可能な限り緑化地を確保し、圧迫感の低減を図るなど、

環境保全のための措置を講ずる。 

以上のことから、計画地周辺地域の生活環境の保全に支障はないものと評価する。 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 構造物の影響 

 

７.１ 日照阻害    

７.２ テレビ受信障害 

７.３ 風 害     
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７ 構造物の影響 

７．１ 日照阻害 

計画地周辺地域における日照阻害の状況等を調査し、計画建物による日影が周辺の住環境

に及ぼす影響について、予測及び評価した。 

 

（１）現況調査 

ア 調査項目 

計画地周辺地域における日照阻害の状況等を把握するなど、予測及び評価を行うため

の資料を得ることを目的とし、以下に示す。 

項目について調査した。 

（ア）日照阻害の状況 

（イ）地形の状況 

（ウ）既存建築物の状況 

（エ）土地利用の状況 

（オ）関係法令等による基準等 

 

イ 調査地域 

計画地及びその周辺地域とし、冬至日の真太陽時における午前 8 時から午後 4 時まで

の間に、計画建物による日影が生じると想定される地域を含む範囲とした。  

 

ウ 調査年月日 

（ア）既存建築物の状況 

令和 4 年 8 月 18 日（木） 

 

エ 調査方法 

（ア）日照阻害の状況 

以下に示す既存資料を収集、整理することにより、計画地周辺地域における日照阻

害の影響に特に配慮すべき施設等の状況を把握した。 

・「みやまえガイドマップ」 

・「病院・診療所名簿」 

・「宮前区 町内会・自治会エリアマップ」 

・「住宅地図」 

（イ）地形の状況 

「地形図」等の既存資料を収集、整理することにより、計画地周辺地域における地

形の状況を把握した。 
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（ウ）既存建築物の状況 

以下に示す既存資料を収集、整理するとともに、現地踏査により、計画地を中心に、

日照阻害を生ずると想定される地域を含む半径 600m の範囲について、5 階以上の既

存建築物の状況を把握した。 

・「地形図」 

・「住宅地図」 

・「土地利用現況図（宮前区）」 

（エ）土地利用の状況 

以下に示す既存資料を収集、整理することにより、計画地周辺地域における土地利

用の状況を把握した。 

・「川崎都市計画図（宮前区）」 

・「土地利用現況図（宮前区）」 

（オ）関係法令等による基準等 

以下に示す関係法令等の内容を整理することにより、関係法令等による基準等を把

握した。 

・「建築基準法」  

・「川崎市建築基準条例」 

・「地域環境管理計画」に定められる地域別環境保全水準 

 

オ 調査結果 

（ア）日照阻害の状況 

計画地周辺地域の、日影が生じることによる影響に特に配慮すべき施設等のうち、

住宅の分布状況については第 3 章 1 (6)イ「土地利用現況」（192 ページ）、公共施設等

（学校・病院・幼稚園・保育園・福祉施設等）の分布状況については第 3 章 1 (8)「公

共施設等の状況」（201 ページ）に、指定文化財の分布状況については第 3 章 1 (9)「史

跡・文化財の状況」（206 ページ）に示すとおりである。 

（イ）地形の状況 

地形の状況は、第 3 章 1 (2)「地象の状況」（185 ページ）に示すとおりである。 

（ウ）既存建築物の状況 

計画地周辺地域における 5 階以上の高層建築物の分布は、図 5.7.1－1 に示すとおり

である。 

（エ）土地利用の状況 

土地利用の状況は、第 3 章 1 (6) イ「土地利用現況」（192 ページ）に示すとおりで

ある。 

計画地周辺地域については、計画地北東側は鉄道用地、併用集合住宅用地や集合住

宅用地が分布しており、計画地南側から西側の道路（市道鷺沼 36 号線、市道鷺沼線）

沿道は併用集合住宅用地、商業用地が分布し、その背後には集合住宅用地が分布して

いる。計画地北西側は、運輸施設用地を挟んで商業用地、併用集合住宅用地が集中し、

その周囲に集合住宅用地が分布している。 
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（オ）関係法令等による基準等 

a 建築基準法 

「建築基準法」では、第 56 条の 2 において、建築物周囲の日照を確保すること

を目的として、地方公共団体の条例により、建築物による日影の規制対象区域と規

制値等を決定することを定めている。ただし、特定行政庁が土地の状況等により周

囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場

合は、当該規定を適用除外とすることができるとされている。（第 56 条の 2 第 1 項

ただし書き） 

 

b 川崎市建築基準条例 

「川崎市建築基準条例」では、「建築基準法」第 56 条の 2 に基づき、建築物の制

限に係る区域、制限を受ける建築物、平均地盤面からの高さ及び日影時間を定めて

いる。本条例に基づく日影規制の内容は、表 5.7.1－1 に示すとおりである。 

計画地の用途地域は、第 3 章 1 (6) ア「土地利用規制状況」（192 ページ）に示す

とおりであり、商業地域に指定されている。計画地周辺地域の用途地域は、商業地

域、近隣商業地域（容積率 300％）、準工業地域、第二種住居地域、第一種・第二種

中高層住居専用地域、第一種低層住居専用地域に指定されている。計画地周辺の日

影規制のある範囲は、図 5.7.1－2 に示すとおりである。 

計画地周辺地域のうち、駅前街区及び北街区の計画建物による日影が生じると予

測される、計画地北西側及び北東側に位置する商業地域、近隣商業地域（容積率

300％）は日影規制の対象外であり、準工業地域、第二種住居地域、第一種・第二種

中高層住居専用地域、第一種低層住居専用地域は日影規制の対象となっている。 

 

表 5.7.1－1 川崎市における日影規制の内容 

対象区域 
制限される 

建築物 

規制される時間 
測定水平面の

高さ 
規制される範囲 

（敷地境界線からの水平距離） 
5ｍを超え 
10ｍ以内 

10ｍを超える 
平均地盤面から

の高さ 
第一種低層住居専用地域 
第二種低層住居専用地域 
田園住居地域 

軒高が 7ｍを超

えるか地上 3 階 
以上の建築物 

3.0 時間以上 2.0 時間以上 1.5ｍ 

第一種中高層住居専用地域 
第二種中高層住居専用地域 

東横線以西 高さが 10ｍを 
超える建築物 

3.0 時間以上 2.0 時間以上 4.0ｍ 
東横線以東 4.0 時間以上 2.5 時間以上 4.0ｍ 

第一種住居地域 
第二種住居地域 
準住居地域 

東横線以西 高さが 10ｍを 
超える建築物 

4.0 時間以上 2.5 時間以上 4.0ｍ 

東横線以東 5.0 時間以上 3.0 時間以上 4.0ｍ 

近隣商業地域で容積率 200％の区域 
準工業地域 

高さが 10ｍを 
超える建築物 

5.0 時間以上 3.0 時間以上 4.0ｍ 

出典：「建築基準法」昭和 25 年 5 月 
「川崎市建築基準条例」昭和 35 年 9 月、川崎市 
 
 

c 「地域環境管理計画」に定められる地域別環境保全水準 

「地域環境管理計画」における地域別環境保全水準は、「住環境に著しい影響を

与えないこと。」と設定されている。 
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図 5.2－1 計画地周辺地域の建物分布状況 
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図 5.2－2 計画地周辺地域の日影規制 
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（２）環境保全目標 

環境保全目標は、「地域環境管理計画」の地域別環境保全水準に基づき、「住環境に著し

い影響を与えないこと。」と設定した。 

 

（３）予測 

ア 予測項目 

本事業の計画建物が、計画地周辺地域の日照に及ぼす影響について把握するため、以

下に示す項目について予測した。 

（ア）冬至日における日影の範囲、日影となる時刻及び時間数等の日影の状況の変化

の程度 

（イ）日照阻害の影響に特に配慮すべき施設等における日影となる時刻及び時間数等

の日影の状況の変化の程度 

 

イ 予測方法等 

（ア）予測地域 

a 冬至日における日影の範囲、日影となる時刻及び時間数等の日影の状況の変化の

程度 

計画地周辺地域とし、冬至日の真太陽時における午前 8 時から午後 4 時までの

間に日影が生じると想定される地域を含む範囲とした。 

b 日照阻害の影響に特に配慮すべき施設等における日影となる時刻及び時間数等

の日影の状況の変化の程度 

計画地周辺地域とし、冬至日の真太陽時における午前 8 時から午後 4 時までの

間に日影が生じると想定される地域を含む範囲とした。 

（イ）予測時期 

a 冬至日における日影の範囲、日影となる時刻及び時間数等の日影の状況の変化

の程度 

計画建物の建設が完了した時期の冬至日とした。 

b 日照阻害の影響に特に配慮すべき施設等における日影となる時刻及び時間数等

の日影の状況の変化の程度 

計画建物の建設が完了した時期の冬至日とした。 

（ウ）予測条件・予測方法 

a 予測条件 

（a）冬至日における日影の範囲、日影となる時刻及び時間数等の日影の状況の変

化の程度 

時期、時刻法、時間帯等の日影図作成条件は、表 5.7.1－2 に示すとおりであ

る。 
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表 5.7.1－2 日影図作成条件  

項 目 条  件 

時 期 冬至日（一年の中で太陽が最も低く、影が最も長くなる日） 

時刻法 

真太陽時 

（ある場所において太陽が真南（南中）にある時を正午としたもので、場所（経

度）の違いによって中央標準時と差を生じる。） 

時間帯 真太陽時の午前 8 時から午後 4 時（8 時間） 

測定面 駅前街区及び北街区を合わせた計画地全体の平均地盤面（±0m）とした。 

日影データ 

時刻 

（真太陽時） 

8：00 

16：00 

9：00 

15：00 

10：00 

14：00 

11：00 

13：00 
12：00 

太陽方向 53°20’ 42°41’ 30°10’ 15°44’ 0°00’ 

影の倍率 7.22 3.29 2.24 1.82 1.70 

出典：「川崎市の日影規制」川崎市まちづくり局指導部建築審査課 

 

（b）日照阻害の影響に特に配慮すべき施設等における日影となる時刻及び時間数

等の日影の状況の変化の程度 

時期、時刻法、時間帯等の日影図作成条件は、表 5.7.1－2 に示すとおりであ

る。 

 

b 予測方法 

（a）冬至日における日影の範囲、日影となる時刻及び時間数等の日影の状況の変

化の程度 

予測条件を基に時刻別日影図及び等時間日影図等を作成する方法による。 

（b）日照阻害の影響に特に配慮すべき施設等における日影となる時刻及び時間数

等の日影の状況の変化の程度 

予測条件をもとに時刻別日影図及び等時間日影図等を作成し、日照阻害の影

響に特に配慮すべき施設等における計画建物による日影となる時刻及び時間数

等を把握する方法による。 
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ウ 予測結果 

（ア）冬至日における日影の範囲、日影となる時刻及び時間数等の日影の状況の変化の程

度 

冬至日の計画建物の時刻別日影図は図 5.7.1－3 に、等時間日影図は図 5.7.1－4 に

示すとおりである。 

また、日影の影響を受ける既存建物は、表 5.7.1－3 に示すとおりである。 

冬至日の計画建物の日影による影響を受ける既存建物は、353 棟あり、その内訳は、

1 時間未満 293 棟、1 時間以上～2 時間未満 40 棟、2 時間以上～3 時間未満 13 棟、3

時間以上～4 時間未満 3 棟、5 時間以上～6 時間未満 3 棟、6 時間以上～7 時間未満 1

棟、7 時間以上～8 時間未満 0 棟と予測する。 

 

表 5.7.1－3 日影の影響を受ける既存建物 

日影時間 建物棟数 特に配慮すべき施設 

1 時間未満 293 棟 
まなびの森保育園鷺沼 

1 棟 

1 時間以上～2 時間未満 40 棟 

フロンタウンさぎぬま 

さぎ沼なごみ保育園 

ピュアリー鷺沼保育園 

計 3 棟 

2 時間以上～3 時間未満 13 棟 
地域子育て支援センターペジーブル 

1 棟 

3 時間以上～4 時間未満 3 棟 
鷺沼行政サービスコーナー 

計 1 棟 

4 時間以上～5 時間未満 0 棟 0 棟 

5 時間以上～6 時間未満 
3 棟 

（内 1 棟：東急鷺沼駅 駅舎） 

0 棟 

6 時間以上～7 時間未満 
1 棟 

（東急鷺沼駅 駅ビル） 

0 棟 

7 時間以上～8 時間未満 0 棟 0 棟 

合 計 353 棟 6 棟 

注：建物棟数は、図 5.7.1－4 の等時間日影図より棟数を計上した。 
注：倉庫や車庫等の付属施設は計上していない。 
 
 

なお、関係法令に基づく日影規制の測定水平面における日影（冬至日の平均地盤面

+4m）は、図 5.7.1－5(1)・(2)に示すとおりである。 

北街区の建築物については、建築基準法第 56 条の 2 第 1 項ただし書きの規定に基

づく許可を取得することを想定している。駅前街区の建築物については、「川崎市建築

基準条例」に基づく日影規制の内容を満足すると予測する。 
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（イ）日照阻害の影響に特に配慮すべき施設等における日影となる時刻及び時間数等の日

影の状況の変化の程度 

冬至日の計画建物の日影による影響を受ける、日照阻害を特に配慮すべき施設等の

日影の程度は、図 5.7.1－4 及び表 5.7.1－3 に示すとおりである。 

まなびの森保育園鷺沼に 1 時間未満、フロンタウンさぎぬま、さぎ沼なごみ保育園、

ピュアリー鷺沼保育園に 1 時間以上～2 時間未満、地域子育て支援センターペジーブ

ルに 2 時間以上～3 時間未満、鷺沼行政サービスコーナーに 3 時間以上～4 時間未満

の影響があると予測する。 
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図 5.2－3(3) 時刻別日影図（複合） 

（平均地盤面±0m、冬至日、真太陽時にて作図） 
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図 5.2－4(3) 等時間日影図（複合） 

（平均地盤面±0m、冬至日、真太陽時にて作図） 
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図 5.2－5(1) 関係法令に基づく等時間日影図（駅前街区） 

（平均地盤面±4m、冬至日、真太陽時にて作図） 
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図 5.2－5(2) 関係法令に基づく等時間日影図（北街区） 

（平均地盤面±4m、冬至日、真太陽時にて作図） 
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（４）環境保全のための措置 

本事業では、計画建物による日影が、住環境に著しい影響を与えない観点から、次のよ

うな措置を講ずる。 

・駅前街区の計画建物は、日影の影響に配慮して高層棟の東西幅をできるだけ抑えた形

状とする。 

・北街区の計画建物は、日影の影響に配慮して高層棟を南側へ配置する建物形状とする。 

・計画地周辺地域で日影の影響が比較的長くなる住宅等については、本事業の実施にあ

たり関係者に十分な説明を行う。 

 

（５）評 価 

冬至日の計画建物の日影による影響を受ける既存建物は 353 棟あり、その内訳は、1 時

間未満 293 棟、1 時間以上～2 時間未満 40 棟、2 時間以上～3 時間未満 13 棟、3 時間以上

～4 時間未満 3 棟、4 時間以上～5 時間未満 0 棟、5 時間以上～6 時間未満 3 棟、6 時間以

上～7 時間未満 1 棟、7 時間以上～8 時間未満 0 棟、と予測する。 

冬至日の計画建物の日影による影響を受ける川崎市の日影規制日照阻害を特に配慮すべ

き施設等の日影の程度は、まなびの森保育園鷺沼に 1 時間未満、フロンタウンさぎぬま、

さぎ沼なごみ保育園、ピュアリー鷺沼保育園に 1 時間以上～2 時間未満、地域子育て支援

センターペジーブルに 2 時間以上～3 時間未満、鷺沼行政サービスコーナーに 3 時間以上

～4 時間未満の影響があると予測する。 

なお、関係法令に基づく日影規制の測定水平面における日影（冬至日の平均地盤面+4m）

は、北街区については、建築基準法第 56 条の 2 第 1 項ただし書きの規定に基づく許可を

取得することを想定している。駅前街区については、「川崎市建築基準条例」に基づく日影

規制の内容を満足すると予測する。 

本事業の実施にあたっては、日影の影響に配慮して、駅前街区の計画建物は、日影の影

響に配慮して高層棟の東西幅をできるだけ抑えた形状とするなど環境保全のための措置を

講ずる。 

以上のことから、計画地周辺地域の住環境に著しい影響を与えることはないものと評価

する。 
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